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    ◎開会の宣告 
〇議長（石神忠信君） ただいまから平成１７年第１回中頓別町議会定例会を開会いたし

ます。 
（午前１０時００分） 

 
    ◎開議の宣告 
〇議長（石神忠信君） 直ちに本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付した記事日程第１号のとおりです。 
 
    ◎会議録署名議員の指名 
〇議長（石神忠信君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
 会議録署名議員につきましては、会議規則第１１８条の規定により、議長において３番、

山本さん、８番、村山さんを指名します。 
 
    ◎議会運営委員会報告 
〇議長（石神忠信君） 日程第２、議会運営委員会報告の件を議題とします。 
 議会運営委員長の報告を求めます。 
 山本さん。 
〇議会運営委員長（山本得惠君） おはようございます。議会運営委員会報告をいたしま

す。 
 平成１７年第１回中頓別町議会定例会の運営に関し、１月２５日、２月４日及び２月２

５日に議会運営委員会を開催しましたので、審査の内容を報告いたします。 
 １、会期及び議事日程について、本定例会の会期は平成１７年３月４日から３月１５日

までの１２日間とする。３月５日から１２日までは休会とし、１３日午後１時からサンデ

ー議会として再開をいたします。３月１４日は予算審査特別委員会のため休会とし、１５

日、再度再開をいたします。 
 ２、会期日程について、３月４日は諸報告、条例、計画変更、町道路線の認定、廃止、

平成１６年度各会計補正予算、意見書、請願の審議をいたします。３月１３日は、町政執

行方針、教育行政執行方針、一般質問、予算審査特別委員会を議長発議で設置し、平成１

７年度各会計予算案を付託する。３月１４日は、予算審査特別委員会を開き、平成１７年

度各会計予算案を審査する。３月１５日は、本会議を再開して平成１７年度各会計予算の

採決後、意見書、その他議案の審議を行う。 
 ３、本日の議事日程については、議事日程第１号のとおりである。 
 ４、意見書、陳情、請願の取り扱いについて、食料・農業・農村基本計画見直しに関す

る意見書、所得税等の定率減税縮減・廃止に反対する意見書、職業紹介業務の民間開放に

反対する意見書が発議されており、いずれも委員会付託を省略し、本会議で審議する。市
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場化テストや給与構造見直しに反対する意見書の採択を求める陳情、陳情人、国家公務員

労働組合連合会中央執行委員長、堀口士郎氏は、議長預かりとする。中頓別町農業協同組

合代表理事組合長、粟野茂氏から提出された平成１７年度酪農畜産政策・価格対策の確立

に関する請願は、石井議員、星川議員が紹介議員となっており、委員会付託を省略し、本

会議で審議する。 
 ５、３月３日正午を告示期限とした一般質問の取り扱いと他会期日程などの調整のため、

本日の本会議終了後議会運営委員会を開催する。 
 ６、議場からのテレビ中継について、今定例会では３月１３日午後１時から一般質問終

了まで会議の模様を役場町民ホール及び町民センターのロビーテレビに配信をする。 
 本日の議会運営委員会報告は以上でございますが、なお議会運営委員会は３月１日、２

日にかけて札幌市において視察研修を行いました。１日の日は、議会の活性化、議員定数

と報酬、単独常任委員会制などについて、道町村議会議長会村川次長さんのご講演をいた

だきまして、大変勉強になりました。翌２日は道議会の代表質問を傍聴して、今後の市町

村合併や道州制に対する種々答弁を聞き、道政の現状と議会運営の実際を知ることができ

ました。口頭ではございますが、大変有意義な視察研修であったことをご報告をいたしま

して、委員会報告を終わります。 
〇議長（石神忠信君） これにて議会運営委員会報告は終了いたしました。 
 
    ◎会期の決定 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第３、会期の決定の件を議題とします。 
 お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日３月４日から３

月１５日までの１２日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、本定例会の会期は本日３月４日から３月１５日までとすることに決しました。 
 お諮りします。委員会審査などのため、３月５日から３月１２日までの８日間と３月１

４日は休会にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、３月５日から３月１２日までの８日間と３月１４日は休会とすることに決しま

した。 
 お諮りします。３月１３日は休日休会の日ですが、サンデー議会のため特に会議を開く

ことにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、３月１３日は会議を開くことに決定しました。 
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    ◎議長一般報告 
〇議長（石神忠信君） 日程第４、議長の一般報告の件を議題とします。 
 議長としての報告事項につきましては、お手元に印刷配付のとおりですので、ごらんの

上、ご了承願います。 
 
    ◎町長一般行政報告 
〇議長（石神忠信君） 日程第５、町長一般行政報告の件を議題とします。 
 町長から申し出はございませんけれども、お手元に印刷配付のとおりですので、ごらん

の上、ご了承願います。 
 
    ◎総務文教常任委員会報告 
〇議長（石神忠信君） 日程第６、総務文教常任委員会報告の件を議題とします。 
 委員長の報告を求めます。 
 村山さん。 
〇総務文教常任委員長（村山義明君） 所管事務調査報告。 
 このたび本委員会において所管事務調査を実施したので、次のとおり報告します。 
 日時、平成１７年２月２１日午前１０時～１１時２０分。 
 場所、議場。 
 調査項目、老人ホーム「長寿園」の改築について。 
 調査経過、本件については、主に竹内保健福祉課参事、中原産業建設課主幹が説明した。

長寿園施設改修拡張事業は、昨年１２月２４日、事業主体となる社会福祉法人南宗谷福祉

会（太田一穂理事長）から設計業務、増改築工事の発注、契約、監督、検査に至るまでの

一切を町で行うよう要請があり、町側もこの要請を承諾。１２月２８日に開催された２回

目の施設改修拡張事業計画検討委員会では、設計業者の選定を指名プロポーザル（技術提

案）方式で行うことを決めている。今年１月７日、１回目のプロポーザル審査委員会が開

かれ、委員長に上浦裕司長寿園施設長を選出。プロポーザル業者の応募要領や提案事項、

評価基準が決定された。指名設計業者５社のヒアリングを経て、２月９日に開催された第

２回審査会で第一位となった株式会社日本工房を特定、２月２２日に設計見積合わせが行

われるとの説明であった。 
 町側から指名設計業者に対する提案事項は次の２点であった。①、基本方針、設計条件

に基づく養護老人ホームの増改築及び既存施設のあり方、②、増築及び既存施設の省エネ

ルギー化、ランニングコスト削減を提案すること。また、設計条件には主に次のことが提

示されていた。養護老人ホームは、既存施設の居室・現行１室２人部屋を個室とする。増

築施設の居室を個室とし、一部夫婦部屋にできる構造とする。ただし、ユニット型の形態

はとらない。増築の規模は７５０平方メートル、概算で平方メートルあたりの単価は２６
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万円である。その他に既存、増築分とも予算の範囲内で衛生・給湯設備、断熱などの工事

が行われる予定であることが明らかにされた。基本設計は今年５月下旬、実施設計は７月

下旬までに終了し、建設工事は８月中旬に着手され、増改築すべての工事が完了するのは

平成１８年７月下旬の予定である。 
 調査の結果又は意見、プロポーザル設計条件は基本的に容認できると判断するが、今後

も現場で働く職員、入居している高齢者の意見・要望などを把握して設計等に反映すべき

である。 
 以上、報告といたします。 
〇議長（石神忠信君） これにて総務文教常任委員会報告は終了しました。 
 
    ◎産業建設常任委員会報告 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第７、産業建設常任委員会報告の件を議題とし

ます。 
 委員長の報告を求めます。 
 石井さん。 
〇産業建設常任委員長（石井雄一君） 所管事務調査報告書。 
 このたび本委員会において所管事務調査を実施したので、次のとおり報告します。 
 記、日時、平成１７年２月２８日午前９時３０分～午後４時５分まで。 
 場所、猿払村、松音知現地、議場。 
 調査項目、家畜糞尿処理施設の性能調査について。 
 調査経過、はじめに、類似施設である「猿払村堆肥センター」を視察し、同村担当者か

ら説明を受けた。午後から家畜糞尿処理施設（中山間地域総合整備事業集落環境管理施

設）を現地視察し、発注者である宗谷支庁担当者から施設整備の概要、堆肥化のしくみな

どについて説明を受けた。午後２時３０分から議場で事務調査を行い、工事発注方法、性

能保障条件、施設譲与及び条例制定のスケジュールなどについて町提出の資料に基づき柴

田参事が説明した。説明によると、これまでのところ同施設の利用農家は１１戸であり、

当初計画の１７戸を大きく下回り、施設の処理能力に年間約８千トンの余力が生じること

が明らかになった。当初２月２８日の工期は３月２５日に変更されており、性能試験を行

う状況には至っていなかった。支庁の工事検定は３月２８日に実施され、翌２９日に町か

ら財産譲与申請が行われた後、契約、受領に至る予定である。譲与を受けた施設は、４月

から本町が管理する予定であるが、いまだ運営母体が決まっておらず、設置及び管理に関

する条例案も示されなかった。 
 これら町側の説明に対し、運営母体、性能試験の確認、運営コストの年間３千万円以内

の実現を危ぶむ意見が多く出された。 
 調査の結果又は意見、家畜糞尿処理施設は処理能力に相当の余力があり、現在利用を決

めている農家以外にも積極的な利用を働きかけるべきである。また、運営母体の中に農業
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団体（ＪＡ）の参加を求め、しっかりとした組織とすべきである。行財政改革の流れの中

で、運営事務局は極力民間に任せるべきである。性能試験で実際に諸条件をクリアした実

証が得られない限り、施設の引渡しには応じるべきでないと判断する。 
 以上、報告を終わります。 
〇議長（石神忠信君） これにて産業建設常任委員会報告は終了しました。 
 
    ◎報告第１号 
〇議長（石神忠信君） 日程第８、報告第１号 例月出納検査報告の件を議題とします。 
 本件につきましては、お手元に印刷配付のとおりですから、ごらんの上、ご了承願いま

す。 
 
    ◎報告第２号 
〇議長（石神忠信君） 日程第９、報告第２号 定期監査報告の件を議題とします。 
 本件につきましてもお手元に印刷配付のとおりですから、ごらんの上、ご了承願います。 
 
    ◎議案第１号並びに議案第２号、議案第４号、議案第６号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第１０、議案第１号 中頓別町行財政改革関連

条例制定の件、日程第１１、議案第２号 中頓別町税条例の一部を改正する条例の制定の

件、日程第１２、議案第４号 中頓別町農業委員会委員定数条例の一部を改正する条例の

制定の件、日程第１３、議案第６号 中頓別町商業振興店舗近代化促進条例の一部を改正

する条例の制定の件を一括議題とします。 
 本件について行財政改革調査研究特別委員長の報告を求めます。 
 宮崎さん。 
〇行財政改革調査研究特別委員長（宮崎安史君） 行財政改革調査研究特別委員会の審査

報告を申し上げます。 
 平成１７年３月４日、中頓別町議会議長、石神忠信様。 
 行財政改革調査研究特別委員会委員長、宮崎安史。 
 行財政改革調査研究特別委員会審査報告書。 
 本委員会に付託された事件は、審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第７７条

の規定により報告します。 
 記、事件の番号、１、件名、議案第１号 中頓別町行財政改革関連条例の制定について、

審査の結果、原案可決。ただし、これにつきましては、附帯決議が付されておりますので、

あわせて報告をさせていただきます。 
 中頓別町行財政改革関連条例に対する附帯決議。 
 町は、本条例の施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 
 １、ごみ処理手数料の大幅な引上げは、住民の負担増に直結することから、条例の周知、
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説明を十分に行い、施行時に混乱をきたさないよう努めること。また、ごみの不法処理防

止対策を実施すること。今後ともごみ処理業務に係る経費節減に努めるとともに、粗大ご

みの有料化など、さらに住民に負担増を求める場合は町として説明責任を確実に果たすこ

と。 
 ２、町行政全般にわたる各種事務事業、補助金見直し結果が本条例に反映されていると

判断するが、一部には補助金の削減の取り組みが甘い部署も見受けられるので、首尾一貫

した行財政改革を実施すること。 
 ３、町財政はかつてないほど厳しい状況に直面しており、現状の行政コストを検証し、

前例にとらわれることなく業務のあり方を見直すこと。 
 ４、今後の行財政改革の取組にあたっては、情報公開と町民参加を積極的に進め、民間

委託をはじめとする公務の民間開放を推進すること。 
 以上決議する。 
 平成１７年２月２５日、行財政改革調査研究特別委員会。 
 町は、この条例の施行に当たり、これを尊重されますことをお願い申し上げます。 
 事件番号２、件名、議案第２号 中頓別町税条例の一部を改正する条例の制定について、

審査の結果、原案可決。 
 事件番号３、件名、議案第４号 中頓別町農業委員会委員定数条例の一部を改正する条

例の制定について、審査の結果、原案可決。 
 事件番号４、件名、議案第６号 中頓別町商業振興店舗近代化促進条例の一部を改正す

る条例の制定について、審査の結果、原案可決。 
 以上、報告を終わります。 
〇議長（石神忠信君） 報告が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１号 中頓別町

行財政改革関連条例、議案第２号 中頓別町税条例の一部を改正する条例、議案第４号 

中頓別町農業委員会委員定数条例の一部を改正する条例、議案第６号 中頓別町商業振興

店舗近代化促進条例の一部を改正する条例を一括採決します。 
 お諮りします。本件に対する委員長報告は、原案可決です。 
 本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第１号、議案第２号、議案第４号、議案第６号は委員長報告のとおり可決

されました。 
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    ◎議案第１号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第１４、議案第１号 中頓別町人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例の制定の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第１号 中頓別町人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例の制定について、総務課長に内容の説明をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 安積総務課長。 
〇総務課長（安積 明君） 議案第１号 中頓別町人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例の制定について。 
 ２ページでございます。中頓別町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を別紙の

とおり制定する。 
 地方公務員法の改正により、地方公共団体の長は地方公共団体の人事行政運営における

公平性、透明性を確保するため、職員の任用、給与等の状況や公平委員会の情報を住民に

公表されることとされました。改正された地方公務員法では、人事行政の運営等の状況の

公表では任命権者は条例で定めるところにより、毎年地方公共団体の長に対し職員の任用、

給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定及び利

益の保護など、人事行政の運営の状況を報告しなければならないということが地方公務員

法第５８条の２で定められました。 
 同じく、この２項では、人事委員会または公平委員会は、条例に定めるところにより、

毎年地方公共団体の長に対し業務の状況を報告しなければならないということと、３項で

地方公共団体の長は前２項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、

毎年第１項の規定による報告をまとめ、その概要及び前項の規定による報告を公表しなけ

ればならないということにされました。 
 したがって、本条例は、地方公務員法の改正の趣旨を踏まえて、今回その条例案を新た

に提案するものであります。 
 条例案について説明をいたしますが、読み上げます。 
 （趣旨） 
 第１条 この条例は、地方公務員法第５８条の２の規定に基づき、人事行政の運営等の

状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。 
 （報告の時期） 
 第２条 任命権者は、毎年５月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営

の状況を報告しなければならない。 
 （報告事項） 
 第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければな

らない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（地方公務員法第２８条の
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第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次

に掲げる事項とする。 
 （１） 職員の任免及び職員数に関する状況 
 （２） 職員の給与の状況 
 （３） 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
 （４） 職員の分限及び懲戒処分の状況 
 （５） 職員の服務の状況 
 （６） 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 
 （７） 職員の福祉及び利益の保護の状況 
 （８） その他町長が必要と認める事項 
 （公平委員会の報告） 
 第４条 公平委員会は、毎年５月末までに、町長に対し、前年度における業務の状況を

報告しなければならない。 
 （公平委員会の報告事項） 
 第５条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事

項とする。 
 （１） 職員の競争試験及び選考の状況 
 （２） 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 
 （３） 勤務条件に関する措置の要求の状況 
 （４） 不利益処分に関する不服申立ての状況 
 （公表の時期） 
 第６条 町長は、第２条及び第４条の規定による報告を受けたときは、毎年６月末まで

に、第２条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第４条の規定による報告を公表

しなければならない。 
 （公表の方法） 
 第７条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。 
 （１） 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法 
 （２） インターネット又は広報誌を利用して閲覧に供する方法 
 ２ 前項第１号の閲覧所は、中頓別町役場とする。 
 （委任） 
 第８条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。 
 附則ですけれども、この条例は、平成１７年４月１日から施行するというものでありま

す。 
 以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し

上げます。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 - 11 - 



 石井さん。 
〇７番（石井雄一君） 質疑ではないのですけれども、第３条の職員の括弧から中間に括

弧入って、また括弧、以下同じまでの意味がよくわからないのです。もう少しわかるよう

に説明していただければありがたいなと思うのです。 
〇議長（石神忠信君） 安積総務課長。 
〇総務課長（安積 明君） 臨時的に任用された職員、要するに町が今まで臨時職員、臨

時職員と言っている職員、それから非常勤職員、そういった方々についてはこの条例を適

用しませんということです。簡単に言えばそういうことです。 
〇議長（石神忠信君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） それでは、質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１号 中頓別町

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について採決します。 
 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第１号 中頓別町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例は原案のと

おり可決されました。 
 
    ◎議案第２号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第１５、議案第２号 重度心身障害者及びひと

り親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第２号 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、竹内参事に内容の説明をいたさせま

す。 
〇議長（石神忠信君） 竹内保健福祉課参事。 
〇保健福祉課参事（竹内義博君） 議案第２号 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医

療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 
 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定する。 
 今回の条例改正につきましては、平成１６年９月に定例議会で道条例の改正に伴い町条

例の改正をいたしましたが、道から示された新旧対照表の一部に改正漏れがあったことか

ら、今回その改正漏れの部分を改正するものでございます。 
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 それでは、本文を朗読し、説明といたしたいと思います。次のページをお開きください。 
 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。 
 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和５３年中頓別町

条例第４２号）の一部を次のように改正する。 
 第２条第２項第１号中「第５条第１項」を「第６条第１項」に改める。 
 附則、この条例は、公布の日から施行し、平成１６年１０月１日から適用する。 
 よろしくご審議のほどお願いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありません

か。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第２号 重度心身

障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について採

決します。 
 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第２号 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎議案第３号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第１６、議案第３号 中頓別町水道事業条例の

一部を改正する条例の制定の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第３号 中頓別町水道事業条例の一部を改正する条例の制定

について、尾本産業建設課長に内容の説明をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 尾本産業建設課長。 
〇産業建設課長（尾本導弘君） 議案第３号 中頓別町水道事業条例の一部を改正する条

例の制定についてご説明申し上げます。 
 中頓別町水道事業条例の一部を改正する条例。 
 中頓別町水道事業条例（昭和３４年中頓別町条例第１４号）の一部を次のように改正す

るものでございます。 
 改正の内容につきましては、別表１の改正でございます。今回の条例改正につきまして

は、水道使用料金の用途の内容について改正するものでございます。 
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 １０ページの新旧対照表によりご説明申し上げます。別表第１、附記事項の改正でござ

います。１号の家事用の一世帯の家庭のみを家庭のみに改めるもの。 
 次に、５号ですけれども、浴場用の共同浴場を削除いたしまして、老人福祉施設を新た

に加えるものでございます。なお、老人福祉施設長寿園では浴場での使用量が多いとのこ

とから、浴場用として賦課をしておりましたが、今回明確化するものでございます。さら

に、共用栓の実態がないことから、共用栓を削除するものでございます。 
 附則、この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 
 以上、簡単ですけれども、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いい

たします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第３号 中頓別町

水道事業条例の一部を改正する条例について採決します。 
 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第３号 中頓別町水道事業条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決

されました。 
 
    ◎議案第７号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第１７、議案第７号 中頓別町個人情報保護条

例の一部を改正する条例の制定の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第７号 中頓別町個人情報保護条例の一部を改正する条例の

制定について、総務課長に内容の説明をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 安積総務課長。 
〇総務課長（安積 明君） 議案第７号 中頓別町個人情報保護条例の一部を改正する条

例の制定であります。 
 中頓別町個人情報保護条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
 今回の改正については、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報

の保護に関する法律が平成１５年５月３０日にそれぞれ公布されまして、公布の日から起

算して２年以内に政令で定める日から施行されることになっております。それに伴って、

今回中頓別町個人情報保護条例の一部を改正するものであります。 

 - 14 - 



 それで、きょうお配りしております資料に基づいて前段説明をさせていただきます。中

頓別町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定ということで、１枚物できょうお配

りしたものであります。 
 今回の改正の要点です。２点あります。一つは、町教育委員会と枝幸警察署との間に児

童生徒の非行情報を共有し、非行防止を図ることを目的とする協定を締結するに当たり、

適切な取り扱いを期するため規定の整備を行うということが１点であります。 
 もう一点ですが、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護

に関する法律の施行による規定の整備であります。平成１７年４月１日施行ですけれども、

その法律の施行による規定の整備であります。行政機関の保有する個人情報の保護に関す

る法律は国の行政機関を対象とするものですが、平成１５年６月１６日付総務省政策統括

官通達により、地方公共団体においても個人情報保護条例の見直しについて努めるよう通

知がありました。それに基づいて今回の規定の整備を行うものであります。 
 それで、何点かポイントがあるのですが、一つは国がどういうことを求めているのかと

いうこと、それから国が求めている項目とその内容、そして現在中頓別町の個人保護条例

がどうなっているのかということと国が求めている内容に対して町としては今回どういう

項目を条例改正するのかということをまとめた表がこれであります。 
 それで、一つは、保護の対象とする個人情報の拡大、国が求めている項目ですけれども、

電子計算機で処理している個人情報のみを対象としている例があると、それ以外の手書き

処理のものも対象とすべきと、個人情報の拡大についてはそういうことを国が求めており

ます。これに対して、中頓別町の条例ではどうなっているのかということです。これは、

従前より文書、図画及び写真並びに電子計算機による処理に使用される磁気ディスク、そ

の他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するものすべてを規定していると。

ですから、今回の国が求めていることについては、既に中頓別町の個人保護条例の中では

規定がされているということであります。したがって、改正の必要はないということにな

ります。 
 次に、条例対象機関の範囲の見直し、地方公共団体には幾つかの機関がありますが、す

べての機関を条例の対象とすべきでないかという国の求めです。現状では、従前より教育

委員会など各種委員会等もこの条例では対象にしておりますので、今回は条例の改正は必

要ありません。 
 本人関与の仕組みの充実でありますが、目的外利用の停止請求などについては、従前よ

り停止請求権、訂正、削除等の規定は既に中頓別町の条例では整備済みでありますので、

今回改正は必要ありません。ただし、開示の方法について中頓別町としては国の指導に基

づいて、開示方法について国に準じて規定の整備を行うというものでありまして、裁量的

開示、個人情報の存否に関する情報について条例改正をするということであります。 
 次に、苦情処理、不服申し立て制度等の充実でありますが、中頓別町の条例では従前よ

り苦情処理、不服申し立てに関する規定は整備済みでありますので、今回の条例改正は必
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要ありません。 
 外部委託に関する個人情報保護措置の整備についてですが、これについても従前より整

備済みですので、改正の必要はありません。 
 次に、個人情報の漏えいに対する罰則についてであります。国では守秘義務違反に加え、

罰則を規定するということですが、今回は個人情報保護に万全を期するため、中頓別町個

人情報保護条例を国に準じてこの規定の整備を行うというものであります。 
 次に、オンライン禁止規定の見直しであります。ネットワークを活用した情報処理が不

可欠となっているが、一部機関にこれをすべて禁止した規定が見られるということですが、

中頓別町では従前より公益上の必要があり、個人の権利利益を侵害するおそれがないとい

う条件でオンライン結合を認めると規定しておりますので、これについては条例改正の必

要はないというものであります。 
 したがって、何点かアンダーラインをしたところが今回の条例改正の部分であります。 
 それで、１７ページであります。余り長くないので、読み上げたいと思います。 
 中頓別町個人情報保護条例の一部を次のとおり改正する。 
 第１１条第１項第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加えると。これは、前段

町教育委員会と枝幸警察署の関係で申し上げましたが、そのことであります。 
 第４号です。公衆衛生、児童の健全育成に特に必要があると認めて利用し、又は提供す

るときを加えます。 
 次に、第１８条の次に次の２条を加えると。 
 裁量的開示であります。 
 １８条の２ 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合で

あっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認められるときは、開示請求

者に対し、当該個人情報を開示することができる。 
 第１８条の３、個人情報の存否に関する情報であります。開示請求に対し、当該開示請

求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとな

るときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否す

ることができるというものであります。 
 次、第６章、罰則であります。これは、国に準じて行うものでありますが、第５７条、

実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託

等を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個

人の秘密に属する事項が記録された文書等であって、個人の氏名、生年月日その他の記述

等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの（その全

部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又

は１００万円以下の罰金に処する。 
 第５８条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己又は第三者

の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以
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下の罰金に処する。 
 第５９条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する

目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したときは、１年以下の懲役又

は５０万円以下の罰金に処する。 
 第６０条 第４６条の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は５０万

円以下の罰金に処する。 
 第６１条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者

は、５万円以下の過料に処する。 
 この条例は、平成１７年４月１日から施行するということでありまして、新旧対照表 
１８ページ以降２０ページまでに添付をしておりますので、ご参照いただきたいと思いま

す。 
 以上、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 
 宮崎さん。 
〇９番（宮崎安史君） １点。この個人情報保護条例がここにも書かれているように教育

委員会等も対象としているということなのですけれども、先日ちょっと聞いたところによ

ると、１年生入学の許可証を出しておりますよね、教育委員会の方から新しく１年生に入

る人に。それが役場関係の人には裸で私書箱だとか机の上に置いてあったということを聞

いたのですけれども、ほかのところには郵送で来ていましたということなのだけれども、

その辺個人情報のあれに当たるのかどうか、やっぱり情報のあれになるから保護条例に当

たると思うのだけれども、その辺町の方で何か言われていませんか。その辺どう考えてい

るか。保護条例に当たるのか当たらないのかをまず聞かせていただきたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 米屋教育次長。 
〇教育次長（米屋彰一君） 申しわけありません。事実関係ちょっとはっきり確認はでき

ないのですが、役場職員で確かに外部というか、そこには裸ではなく封筒に入れたという

ことで聞いておりますが、その事実関係はちょっとわからないのですが、もしそういうこ

とがあれば今後十分気をつけていきたいと思っております。 
〇議長（石神忠信君） 安積総務課長。 
〇総務課長（安積 明君） 今回の、国もそうですけれども、この条例改正に伴って、個

人の情報の管理をしっかりしていかなければならないということになります。この間から

テレビでも報道されているとおり、民間もそのような個人情報については取り扱いが大変

厳格だというか、厳しくなるということも考えますと、当然行政として、実施機関として

これら個人情報をしっかり条例に違反しないでどう扱うかということが重要なポイントだ

というふうに考えます。したがって、我々職員、この個人保護条例の取り扱いなどについ

てこの後研修会などを開きながら、どういうものが個人情報に当たって、どういうものが

この条例に違反するのかということなども含めて、研修会を開催しながら条例違反になら
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ないような体制をとっていきたいというふうに思います。 
〇議長（石神忠信君） 宮崎さん。 
〇９番（宮崎安史君） 今まだ個人情報の保護に合うのかどうかというのはあれですけれ

ども、多分大体のものはみんな個人情報だと思うのです。なぜそう言われたかというと、

ほかのところには郵送で行っていて、入学を許可しますという通知が来たのだけれども、

その人たちはわからなかったと。そうしたら、役場の私書箱というのですか、各出先のと

ころに入っていたということだったので、そうすると情報もそういう形でいくとだれが見

るかわからない部分もあるし、また一緒に届いていないわけでしょう。時期がずれるわけ

ですから、そういうことのないように、多分２人か３人ぐらいなので、７０円、８０円の

切手が痛ましいということではないと思うので、そういうのは郵送でちゃんとやるように

これからしていただきたいなというふうに思います。 
 以上です。 
〇議長（石神忠信君） 柳澤さん。 
〇４番（柳澤雅宏君） 罰則についてなのですけれども、今条例を見てもちょっと出てこ

ないので、まずここで正当な理由がないのに提供した場合ということなのですけれども、

考えようによってはどこまでが正当な理由があるのかないのかという問題もきっとあると

思うのです。これが実施機関以外に正当な理由がない場合というのはわかりやすいのだけ

れども、例えば実施機関の中ででも正当な理由がないのにということも考えられるのかな

というふうにちょっと思うので、だれに対して正当な理由がないのにといっているのかな

と。関係機関あるいは関係機関外、双方というふうに解釈したらいいのか。そこら辺説明

していただきたいのと、それから罰則等に関して、ではだれが一体これを判断するのかと

いうのが、中身を精査して、では２年以下の懲役あるいは１００万円以下の罰金、だれが

判断するのか。その２点についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 安積総務課長。 
〇総務課長（安積 明君） 正当な理由というのはだれに対してなのかということだと思

いますが、例えば職員が業務上関係ないのにネット上で個人情報を興味本位に見るだとか、

あるいは引き出したりして業務以外に提供したりするということも、万が一というか、な

いわけではないと思います。こういうネット社会ですから、この間も小泉総理の年金情報

を社会保険庁の職員が何百人も見ていたということもあります。そういう面からすると、

職務上全然関係のない職員がそういうことも起こり得るという、そういうことを防ぐ必要

はあるということだと思います。 
 それから、罰則そのものは、最終的には裁判所が判断するということになるかと思いま

す。 
〇議長（石神忠信君） 村山さん。 
〇８番（村山義明君） こういう情報が漏れたとか、インターネットで見ているとか、そ

ういうような状況をだれに言ったらいいのですか。担当するというか、窓口はどこになる
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のですか。 
〇議長（石神忠信君） 安積総務課長。 
〇総務課長（安積 明君） 審査会ですとか、当然前に個人保護条例あるいは公開条例な

どを定めたときに審査会などをその中で定めております。したがって、そういう面からす

ると、実施機関においては、例えば役場においては、町においては当然その窓口というの

は総務課になると思います。あるいはそれぞれの実施機関がありますので、例えば教育委

員会もそうですし、議会もそうですが、そういう面での窓口というのはそれぞれの行政機

関ということになると思います。 
〇議長（石神忠信君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第７号 中頓別町

個人情報保護条例の一部を改正する条例について採決します。 
 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第７号 中頓別町個人情報保護条例の一部を改正する条例は原案のとおり

可決されました。 
 ここで議場の時計で１１時１０分まで暫時休憩にいたします。 
 

休憩 午前１１時００分 
再開 午前１１時１０分 

 
〇議長（石神忠信君） 休憩前に戻り会議を開きます。 
 
    ◎議案第４号 
〇議長（石神忠信君） 日程第１８、議案第４号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画

の変更の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第４号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の変更につい

て、総務課長に内容の説明をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 安積総務課長。 
〇総務課長（安積 明君） １１ページになります。議案第４号 中頓別町過疎地域自立

促進市町村計画の変更について。 
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 平成１２年度において策定した中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の一部を別紙のと

おり変更したので、過疎地域自立促進特別措置法第６条第６項の規定により議会の議決を

求めるものであります。 
 本件は、平成１６年度起債計画、過疎対策事業債において変更の必要がある事業につい

て道知事と過疎地域自立促進市町村計画の変更を協議しておりまして、２月２日にその協

議が調いましたので、今回議会の議決を求めるものであります。 
 １２ページです。内容は、施策区分の変更による事業の削減と追加でありまして、区分、

産業の振興、事業内容で家畜糞尿有効利用施設整備事業調査設計、家畜糞尿有効利用施設

整備を変更前は事業名、（４）、地場産業の振興、試験研究施設としているものを変更後

において（３）、事業名、経営近代化施設、農業に変更するものでありまして、事業主体

の変更はありません。 
 次に、事業の追加では、区分、医療の確保、事業名、（１）、診療施設、病院で、事業

内容は病院施設大規模改修事業、機械設備工事、建築主体工事、電気設備工事、屋上防水

工事であります。事業主体は町であります。 
 １３ページは、参考資料としてこれは添付させていただいております。 
 以上で説明を終わります。よろしくご審議お願いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありません

か。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４号 中頓別町

過疎地域自立促進市町村計画の変更について採決します。 
 本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第４号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の変更は原案のとおり可決

されました。 
 
    ◎議案第５号並びに議案第６号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第１９、議案第５号 中頓別町道路線の認定の

件、日程第２０、議案第６号 中頓別町道路線の変更の件を一括議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第５号 中頓別町道路線の認定について、議案第６号 中頓

別町道路線の変更について、両議案とも尾本産業建設課長に内容の説明をいたさせます。 
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〇議長（石神忠信君） 尾本産業建設課長。 
〇産業建設課長（尾本導弘君） 議案第５号 中頓別町道路線の認定について、議案第６

号 中頓別町道路線の変更についてご説明申し上げます。 
 認定路線につきましては、路線番号２０５番、金庫の沢線につきましては、中頓別弥生

線の道路改良に伴い、新規認定。 
 路線番号２０６番、松音知８号線につきましては、上駒松音知線の道路改良工事に伴い

まして旧道の一部を新規認定するものでございます。 
 変更路線につきましては、路線番号１９番、寿平太郎橋線、路線番号２４番、藤井１号

線、路線番号７７番、小頓別団地線は、地籍調査による起点または終点の枝番の設定によ

る変更でございます。 
 また、路線番号３２番、川向敏音知線は、上駒松音知線道路改良に伴う起点、延長及び

用地幅員の変更を行うものでございます。 
 路線の位置でございますけれども、皆様のお手元に配付してありますけれども、路線番

号１９番、寿平太郎橋線は国道２７５号、和泉橋から平賀内川には沿って平太郎に抜ける

道路。路線番号２４番、藤井１号線につきましては、町道藤井原野線の藤頓橋から中頓別

上駒線を横断いたしまして、小又宅に向かう道路であります。路線番号３２番、川向敏音

知線は、松音知の大浦宅から敏音知の姉歯義宣宅を通って国道に抜ける道路でございます。

路線番号７７番、小頓別団地線につきましては、小頓別団地から上頓別音威子府線に抜け

る道路でございます。 
 それでは、本文を朗読させていただきます。議案第５号 中頓別町道路線の認定につい

て。 
 道路法第１０条第２項の規定に基づき、中頓別町道路線を下記のとおり認定する。 
 整理番号２０５、路線名、金庫の沢線、供用開始の区間、起点、字旭台３０１―２、終

点、字弥生１５９、延長７２０．００メートル、用地幅員、最大２８．２４メートル、最

小１０．７０メートル。 
 整理番号２０６、松音知８号線、供用開始の区間、起点、字松音知２１９―４、終点、

字松音知４０―２５、延長２６３．００メートル、用地幅員、最大２２．７８メートル、

最小１３．４６メートルでございます。 
 次に、議案第６号 中頓別町道路線の変更について。 
 道路法第１０条第３項の規定に基づき、中頓別町道路線を下記のとおり変更する。 
 １、変更前の路線、整理番号１９、路線名、寿平太郎橋線、供用開始の区間、起点、字

寿１１３、終点、字寿８１―３、延長１，０８３．８０メートル、用地幅員、最大で８メ

ートル、最小７．５０メートル。 
 整理番号２４、路線名、藤井１号線、供用開始の区間、起点、字藤井１７―１、終点、

字藤井６、延長８６３．６０メートル、用地幅員、最大１０．９０メートル、最小で８．

００メートル。 
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 整理番号３２、川向敏音知線、供用開始の区間、起点、字松音知６１―２、終点、字敏

音知３４―１地先、延長５，６１７．２５メートル、用地幅員、最大２３．００メートル、

最小９．００メートル。 
 整理番号７７、小頓別団地線、供用開始の区間、起点、字小頓別３６、終点、字栄４１、

延長４，９２９．７８メートル、用地幅員、最大３７．８０メートル、最小７．１８メー

トル。 
 ２の変更後でございます。整理番号１９につきましては、寿平太郎橋線で、供用開始の

区間、起点、字寿１１３―１、終点、字寿８１―３、延長１，０８３．８０メートル、用

地幅員、最大７．００メートル、最小６．００メートル。 
 整理番号２４、藤井１号線、供用開始の区間、起点、字藤井１７―１、終点、字藤井６

―１、延長８６３．６０メートル、用地幅員、最大１０．９０メートル、最小８．００メ

ートル。 
 整理番号３２、川向敏音知線、供用開始の区間、起点、字松音知２０８―１、終点、字

敏音知３４―１地先、延長５，８４７．７０メートル、用地幅員、最大２４．１０メート

ル、最小９．１０メートル。 
 整理番号７７、小頓別団地線、供用開始の区間、起点、字小頓別３６―１、字栄４１、

延長４，９２９．７８メートル、用地幅員、最大で３７．８０メートル、最小７．１８メ

ートルです。 
 以上、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 
 山本さん。 
〇３番（山本得惠君） 今の説明の中で、整理番号７７番の小頓別団地線、これはどうい

うふうになっているのか。変わったというのは供用開始区間で３６から３６―１となった

ところが変わっているのですけれども、これはどういう意味なのですか。 
〇議長（石神忠信君） 尾本産業建設課長。 
〇産業建設課長（尾本導弘君） 路線番号７７、小頓別団地線の起点でございますけれど

も、地籍調査によりまして枝番がつきましたので、３６の１筆地番から３６―１という枝

番がついたことによる変更でございます。 
〇議長（石神忠信君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第５号 中頓別町

道路線の認定及び議案第６号 中頓別町道路線の変更について一括採決します。 
 本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第５号 中頓別町道路線の認定及び議案第６号 中頓別町道路線の変更に

ついては原案のとおり可決されました。 
 
    ◎議案第８号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第２１、議案第８号 平成１６年度中頓別町一

般会計補正予算の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議議案第８号 平成１６年度中頓別町一般会計補正予算につきま

しては、総務課長に内容の説明をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 安積総務課長。 
〇総務課長（安積 明君） 議案第８号 平成１６年度中頓別町一般会計補正予算につい

てご説明を申し上げます。 
 １ページをごらんください。第１条では歳入歳出の補正で、既定の歳入歳出の予算額に

歳入歳出それぞれ２億１，０８４万１，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４３億１，７８４万１，０００円とするものであります。 
 第２条では繰越明許費の設定、第３条では地方債の補正を行っております。 
 ４ページをお開きください。第２表、繰越明許費であります。繰越明許費では、第６款

農林水産業費、１項農業費、事業名は中頓別地区担い手育成草地整備改良事業、事業費１，

４３７万５，０００円を繰越明許費とするものであります。事業は、草地整備改良１００．

２ヘクタールで、事業費５，７５０万円のうち参加者負担金２５％分を繰越明許費とする

ものであります。 
 第３表、地方債補正であります。追加分として、起債の目的、減税補てん、限度額２６

０万円、起債の方法、証書借り入れ、利率５％以内、償還の方法、償還は元利均等半年賦

とし、償還期間は２０年のうち据え置き期間３年とする。ただし、繰上償還もできるもの

とする。利率見直し方式とする。 
 次に、起債の目的、地域再生事業、限度額１，３００万円、起債の方法、証書借り入れ、

利率５％以内、償還の方法、償還は元利均等半年賦とし、償還期間は１５年以内のうち据

え置き期間は３年以内とする。ただし、繰上償還もできるものとするというものでありま

す。 
 次に、地方債の変更であります。起債の目的、辺地対策事業債は、限度額の変更で、変

更後における限度額を１４０万円減額して９，８００万円とするものであります。起債の

方法、利率、償還の方法に変更はありません。 
 次に、過疎対策事業債でありますが、限度額の変更でありまして、変更後における限度

額を６，６８０万円減額して１億８，３２０万円とするものであります。起債の方法、利
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率、償還の方法に変更はありません。 
 一般単独事業でも限度額の変更でありまして、変更後における限度額を３３０万円減額

して４，１１０万円とするものであります。起債の方法、利率、償還の方法に変更はあり

ません。 
 次に、一般公共事業は、変更後における限度額を２，６００万円増額して６，４８０万

円とするものであります。起債の方法、利率、償還の方法に変更はありません。 
 続いて、公有林整備事業ですが、公有林整備事業は限度額の変更で、変更後における限

度額を全額減額するものであります。 
 次に、６ページになります。減税補てんでありまして、限度額の変更はありませんが、

内容において平成７年、８年借りかえ分に変更するものであります。起債の方法、利率に

変更はありませんが、償還の方法で償還は元利均等半年賦とし、償還期間は１０年とする。

ただし、繰上償還もできるものとするという内容でございます。 
 次に、２３ページ、事項別明細書から説明を申し上げます。２３ページをお開きくださ

い。今回の補正につきましては、多くは人件費、物件費、あるいは事業に係る既定予算の

不用額を精査して減額するものであります。 
 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では８８３万４，０００円を減額して、

補正後の予算額を５億５，９０７万３，０００円とするものであります。内容は、７節の

事務補助者賃金６万７，０００円の追加以外は、１節報酬から１９節の負担金補助及び交

付金は予算の精査、予算節減等により不用が見込まれる額を減額するものであります。な

お、１９節の２町合併協議会負担金４１７万８，０００円の減額は、当初予算の追加で１，

０１７万１，０００円を計上しておりましたが、猿払村の加入、その後協議会解散により

負担額の精算が生じたため、減額するものであります。 
 ３目文書広報費では、普通旅費、広報印刷費、研修会負担金の不用額合わせて９３万円

を減額するものであります。 
 ２４ページになります。４目財産管理費では３４０万９，０００円の減額で、内容は９

節旅費から１９節負担金補助及び交付金の不用額ですが、その中で庁舎光熱水費、燃料費

が約１００万円減額、１５節工事請負費は入札減によるもののほか、公用車車庫設置工事

の一部執行をしなかったことによるものであります。 
 ５目企画費では１３５万５，０００円の減額ですが、内容は１節報酬から１９節負担金

補助及び交付金の不用額で、委託料、フラワールート実行委２５万円は未執行による不用

を生じたほか、これは実行委員会は経費をかけないで開発跡地に花壇を造成したという内

容であります。１９節では、環境基本計画策定支援事業補助金、当初１００万円でしたけ

れども、５０万円減額するものであります。地方バス路線維持対策費補助金については、

２９万９，０００円減額によるものであります。 
 ２５ページ、７目交通安全対策費では、交通指導員報酬の不用額３万９，０００円を減

額。 
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 ９目バス転換関連施設維持管理費では、主に光熱水費等の節約による不用額で５５万７，

０００円を減額。 
 １０目いきいきふるさと推進事業費では、対象者の減により不用額４５万円を減額。 
 １１目地域間交流費では、大崎上島町訪問町民研修交流経費４万８，０００円の不用額

を生じましたので、減額するものであります。 
 ２６ページ、１３目情報推進費では、地域イントラネットシステム保守管理委託料、当

初１６１万８，０００円の計上でしたが、４５万円の不用額が生じますので、それを減額

するものであります。 
 １４目一流の、中頓別づくり推進事業費は５００万円を減額するものですが、これは該

当事業がなかったことによる減額であります。 
 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費では５万４，０００円の減額で、選挙管理委員会費

の旅費、選挙啓発費、需用費の不用によるものであります。 
 ５項統計調査費、１目統計調査総務費では４万９，０００円の減額で、経費節減による

ものであります。 
 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費では１６万８，０００円の減額で、

２０節扶助費の福祉灯油助成金の不用額を減額するものであります。 
 ２目老人福祉費では、老人福祉施設措置費の不用額３６万円を減額するものであります。 
 ２７ページになります。重度心身障害者特別対策費では、重度心身障害者医療費の不用

額を５００万円減額。 
 ７目地域福祉対策事業費では７３万円の減額で、内容は老人単身者住宅緊急通報システ

ム委託料の不用額１３万円の減額、重度肢体不自由者等交通費助成金の不用額６０万円を

減額するものであります。 
 ２項児童福祉費、１目児童措置費では３３万６，０００円の減額で、南宗谷子ども通園

センター負担金７万１，０００円、児童手当２６万５，０００円の不用額をそれぞれ減額

するものであります。 
 ４目保育所費では４４万円の減額で、各節における経費の節減による不用額をそれぞれ

減額するものであります。 
 ５目こどもセンター費では８万７，０００円の減額で、旅費、研修費負担金の不用額を

減額するものであります。 
 ２８ページ、７目児童クラブ費では、旅費の不用額１万４，０００円を減額。 
 ８目地域子育て支援センター費では、子育て支援講座講演報償費６万２，０００円、普

通旅費３万５，０００円の不用額合わせて９万７，０００円を減額するものであります。 
 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費では、７節賃金から１９節負担金補助及

び交付金の不用額２６９万５，０００円を減額するもので、主なものは事務補助者賃金４

６万８，０００円、ごみ収集業務委託料１００万円、合併浄化槽設置整備補助金１０４万

円をそれぞれ減額するものであります。 
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 ６目病院費では３６万７，０００円の補正で、２４節投資及び出資金、医療器械器具購

入費３６万７，０００円を計上するものであります。 
 ２９ページです。８目老人保健費は５９万７，０００円の減額で、７節賃金、産休代替

栄養士賃金６１万９，０００円の不用、１１節需用費では被服費２万８，０００円の不用、

１８節では下肢筋力測定器購入費として５万円を計上。 
 １１目健康づくり事業費では、８節報償費１５万円の不用額を減額するものであります。 
 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費では、緊急地域雇用創出特別対策推進事業委

託料の不用額４６万円を減額。 
 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費では１万５，０００の減額で、会長

交際費、各種会議負担金の不用額を減額いたします。 
 ２目農業振興費では３８万５，０００円の減額であります。内容は、１９節負担金補助

及び交付金で北海道土地改良事業団体連合負担金（事業費割）１９万２，０００円を追加、

同連合負担金（会員割）１万円減額、中山間地域等直接支払制度事業交付金５６万７，０

００円を減額するものであります。 
 次、３０ページになります。３目畜産業費では１７０万１，０００円の追加補正で、内

容は８節報償費、９節旅費、１３節委託料でそれぞれ不用額を減額、１９節負担金補助及

び交付金では乳牛共進会出場負担金を１０万５，０００円減額、同節で担い手育成草地整

備改良事業分担金で２４８万５，０００円追加するものであります。 
 ４目有害鳥獣駆除対策費では、有害鳥獣捕獲報償費、有害鳥獣駆除業務委託料で６２万

１，０００円の減額。 
 ５目農業基盤整備事業費では、１５節工事請負費、農業用施設維持補修工事の不用額４

１万１，０００円を減額するものであります。 
 ７目中山間地域等直接支払制度推進事業費では１５万３，０００円の減額で、７節賃金

で１９万２，０００円の不用、９節旅費で３万２，０００円、１１節需用費で７，０００

円をそれぞれ追加するものであります。 
 ２項林業費、１目林業振興費では４４３万円の減額で、７節賃金から１９節負担金補助

及び交付金までの各節において不用額を精査し、減額するものであります。 
 ３１ページ、２目林道費では７１３万８，０００円の減額で、７節賃金から１５節工事

請負費の各節において事業完了により不用額を精査して減額するものであります。 
 ３２ページ、３目地域森林管理市町村推進事業費では１２万円の減額で、７節賃金から

１２節役務費の各節における不用額を減額するものであります。 
 ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費では１００万円の減額で、内容は商工振興資

金貸付金の不用額を減額するものであります。 
 ２目観光費では４１万９，０００円の減額で、９節旅費から１９節負担金補助及び交付

金の各節における不用額を減額するものであります。 
 ４目ファームパーク費は、９節旅費の不用額３万円を減額。 
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 ３３ページになります。５目ピンネシリ温泉管理費では６万３，０００円の減額で、１

２節役務費と１３節委託料の不用額を減額するものであります。 
 次に、８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持費では２２８万円の減額で、内容は

１１節需用費で街路灯電気使用料節減のための街路灯解約工事として２２万３，０００円

を計上、１２節役務費では自賠責責任保険料１万６，０００円を追加する以外は電話料等

の不用額を精査して１６万２，０００円を減額するものであります。以下、１３節委託料

から１７節公有財産購入費までの各節における不用額を精査して減額するものであります。 
 ３４ページ、２目橋梁維持費では、７節賃金、１１節需用費、１６節原材料費の不用額

として１３万１，０００円を減額するものであります。 
 ３項河川費、１目河川総務費は３４万２，０００円を減額、７節賃金、１３節委託料、

１４節使用料及び賃借料の不用額を減額するものであります。 
 ４項公園費、１目旭台公園費では、管理委託料の３万円の不用額を減額。 
 ３５ページになります。５項住宅費、１目住宅管理費は３５万７，０００円の減額、需

用費、役務費のそれぞれの不用額を減額するものであります。 
 ２目住宅建設費では、１９節、住宅建設促進助成金、住宅建設促進事業貸付金、廃屋解

体撤去補助金、融雪施設設置助成金合わせて３７８万７，０００円の不用額を減額するも

のであります。 
 ９款消防費、１項消防費、１目消防費は、１９節負担金補助及び交付金の減額でありま

して、内容については５２ページの消防費をご参照いただきたいと思います。南宗谷消防

組合の負担金２０７万７，０００円を減額するものであります。 
 次に、１０款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費では、旅費、交際費の不用に

より１１万１，０００円を減額。 
 ２目事務局費では７８６万円の減額で、３節職員手当等から１９節負担金補助及び交付

金の各節における不用額を減額するものであります。 
 ３６ページ、３目住宅管理費では、教員住宅小破修繕料５０万円の不用額を減額。 
 ２項小学校費、１目学校管理費では６０万８，０００円の減額で、７節賃金から１８節

備品購入費の各節における不用額を減額するものであります。 
 ３７ページ、２目教育振興費は１４２万円の追加補正で、内容は１１節需用費で教師用

の指導書の購入経費として１８４万円を計上いたします。印刷製本費で１０万円の不用額

がありますので、それを減額いたします。１８節備品購入費で１４万円の不用額と２０節

扶助費で１８万円の不用額をそれぞれ減額するものでありまして、合わせて１４２万円を

追加補正するものであります。 
 ３項中学校費、１目学校管理費では１２７万２，０００円を減額、７節賃金から１４節

使用料及び賃借料の各節における不用額を減額するものであります。 
 ２目教育振興費では４２万８，０００円を減額、１１節から２０節の各節における不用

額を減額いたします。 
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 ３８ページ、４項社会教育費、１目社会教育総務費では９８万１，０００円を減額、１

節報酬から２７節公課費の各節における不用額をそれぞれ減額するものであります。 
 ３９ページ、２目町民センター費は、報酬、役務費の不用額合わせて１５万５，０００

円を減額するものであります。 
 ３目社会教育施設費は、報償費、旅費、役務費の不用額合わせて１７万２，０００円を

減額。 
 ５項保健体育費、１目保健体育総務費は、報酬から負担金補助及び交付金の各節におけ

る不用額８７万２，０００円を減額するものであります。 
 ４０ページになります。２目山村プール費は、需用費、工事請負費の不用額合わせて１

７万３，０００円を減額。 
 ３目ふれあいスポーツ広場費は、需用費、役務費の不用額合わせて１５万８，０００円

の減額であります。 
 ４目寿野外レクリエーション施設費は、需用費、役務費合わせて３３万５，０００円の

減額。 
 １１款災害復旧費、１項農業水産施設災害復旧費、１目農業水産施設災害復旧費は、１

３節の委託料で１００万円の不用額を減額するものであります。 
 次に、１２款公債費、１項公債費、１目元金では、地方債償還元金３，７０４万円を減

額いたします。 
 ４２ページになります。２目利子では１，１７８万５，０００円の減額で、内容は平成

１５年度借り入れ分利子１，４０１万３，０００円を減額、一時借入の利子２０７万８，

０００円を追加、繰替運用利子１５万円を新たに計上し、差し引き１，１７８万５，００

０円を減額するものであります。 
 １３款諸支出金、２項特別会計繰出金、１目特別会計繰出金では１，３５９万４，００

０円を追加補正するもので、内容は２８節繰出金でありまして、国民健康保険事業特別会

計繰出金として１，５６０万３，０００円を追加、下水道事業特別会計繰出金として１１

９万５，０００円を減額、介護保険事業特別会計繰出金として８１万４，０００円を減額

するものであります。 
 次に、３項基金費であります。１目畜産振興基金費では９万７，０００円を減額。 
 ２目財政調整基金費では、利子、一般寄附金を財源に３０万３，０００円を追加。 
 ３目店舗近代化基金費は、１，０００円を計上。 
 ４目庁舎建設基金費は、利子、指定寄附金を財源に１９万８，０００円を計上。 
 ４３ページになります。５目減債基金費は、利子、庁舎建設基金等を財源に３億１，０

６６万８，０００円を計上いたします。 
 ６目ふるさと創生基金費は、３万６，０００円を計上。 
 ７目地域振興基金費は、１万１，０００円を計上。 
 ８目まちづくり基金費４万５，０００円を計上。 
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 ９目中山間水と土保全基金費は、２，０００円を計上。 
 １０目土地開発基金費ですけれども、２００万９，０００円を計上、これは宮下定住促

進団地売払収入や利子を財源に２００万９，０００円を計上するものであります。 
 １１目天北線代替輸送確保基金費では１５万８，０００円を計上をいたします。 
 １２目農林業活性化基金費では３，０００円を計上。 
 既定額に補正額２億１，０８４万１，０００円追加して、歳出総額を４３億１，７８４

万１，０００円とするものであります。 
 次に、歳入に移ります。８ページをごらんいただきたいと思います。１款町税、１項町

民税、１目個人では５７万２，０００円の減額で、現年度課税分として収納見込みをもと

に１２８万４，０００円の減額、一方滞納繰越分として７１万２，０００円を追加するも

のであります。 
 ２項固定資産税、１目固定資産税では３６３万７，０００円の追加であります。内訳は、

現年度課税分として１９６万２，０００円でありまして、これは償却資産の伸びでありま

す。それと、滞納繰越分として１６７万５，０００円をそれぞれ収入見込みをもとに追加

するものであります。 
 ２目国有資産所在市町村交付金は、現年度課税分として７万円追加するものであります。

これは、郵政公社償却資産分であります。 
 ３項軽自動車税では１４万８，０００円の追加で、軽自動車の増加によるものでありま

す。 
 ２款地方譲与税、２項自動車重量譲与税では９５２万４，０００円の追加で、収入見込

みをもとに追加するものであります。 
 ９ページです。１目地方道路譲与税については、収入見込みをもとに６万８，０００円

の追加。 
 ３款利子割交付金では、収入見込みに基づき２６万３，０００円減額するものです。 
 ４款地方消費税交付金では、収入見込みに基づき１１５万９，０００円を減額。 
 ５款自動車取得税交付金では、収入見込みに基づき２７３万４，０００円の減額。 
 ７款地方特例交付金では７８万８，０００円の追加で、収入見込みに基づき追加するも

のであります。 
 １０ページ、８款地方交付税、１項地方交付税、１目普通交付税では、算定に基づき３

５６万２，０００円を追加するものであります。 
 ２目特別交付税では４，０３７万９，０００円の減額で、交付見込みに基づき減額する

ものであります。 
 ９款交通安全対策特別交付金では３２万９，０００円の追加で、交付実績に基づき追加

をするものであります。 
 １０款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金では１８０万６，０００円の

追加で、内容は中頓別保育所保育料負担金２４９万６，０００円を追加、老人福祉施設入
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所費負担金を６９万円減額するものであります。 
 １１款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料では１５６万６，０００円の追

加で、幼児クラブ保育料を９９万円、児童クラブ指導料を５７万６，０００円、それぞれ

追加するものであります。 
 ３目衛生使用料では２８万６，０００円の減額で、内容は墓地使用料３万円、公衆浴場

入浴料として２５万６，０００円をそれぞれ実績見込みに基づき減額するものであります。 
 １１ページ、４目農業使用料では８９万５，０００円の追加で、弥生、神崎牧場の使用

料を収入実績により追加するものであります。 
 ５目土木使用料では３１８万９，０００円の減額で、公営住宅使用料３４４万１，００

０円の減額、独身者住宅使用料で４３万円の追加、特公賃住宅使用料で２０万２，０００

円を減額、特公賃住宅車庫使用料で２万４，０００円を追加するもので、減額、追加とも

収入見込みをもとに補正するものであります。 
 ６目教育使用料では３４万７，０００円の追加で、町民センター使用料を４３万１，０

００円追加、青少年研修施設使用料１６万４，０００円を減額、小頓別地区多目的集会施

設使用料８万円を追加、それぞれ収入見込みに基づき追加または減額するものであります。 
 １２ページ、２項手数料、１目総務手数料では２３万１，０００円の追加で、地籍成果

簿閲覧手数料等を収入見込みに基づき追加するものであります。 
 ３目農業手数料では１８万８，０００円の追加で、現地目証明手数料１万７，０００円、

町営牧場捕獲手数料１７万１，０００円をそれぞれ収入見込みに基づき追加するものであ

ります。 
 １２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金では６４万４，０００円の

減額で、内容は児童手当国庫負担金が８０万９，０００円の減額、老人福祉国庫負担金、

措置費負担金を１６万５，０００円追加するものであります。 
 １３ページになりますが、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金では、放課後児童対

策事業補助金として７７万９，０００円の減額。 
 ２目衛生費国庫補助金は、合併浄化槽設置整備事業補助金で１２万５，０００円の減額。 
 ３目労働費国庫補助金では、緊急地域雇用創出特別対策事業補助金、政策枠、一般枠、

一般追加枠、中小企業枠合わせて４５万９，０００円の減額であります。 
 ４目土木費国庫補助金では３２７万９，０００円の追加で、内容は公営住宅家賃収入補

助金２４万６，０００円を減額、公営住宅整備事業補助金として３５２万５，０００円を

追加するものであります。 
 ５目教育費国庫補助金では１９万９，０００円の減額で、就学援助費補助金で１９万９，

０００円の減額、１３款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金では、土地利用規

制対策事業負担金で１万４，０００円減額。 
 １４ページになります。２目民生費道負担金では１０９万３，０００円の減額で、内容

は児童手当道負担金２７万２，０００円を追加、中頓別保育所措置費等道負担金で１４４
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万７，０００円を減額、老人福祉道負担金、措置費負担金で８万２，０００円追加するも

のであります。 
 ２項道補助金、１目民生費道補助金では４３３万２，０００円の減額で、内容は介護予

防・生活支援事業補助金２２７万２，０００円、保育所地域活動事業補助金、地域子育て

支援センター事業で１６万８，０００円、重度心身障害者医療費給付事業補助金２６６万

７，０００円がそれぞれ減額、放課後児童対策費補助金で７７万５，０００円を計上する

ものであります。 
 ３目農林業費補助金では９４９万４，０００円の減額で、内容は農業委員会補助金３万

２，０００円の減額、１５ページになります、造林事業補助金１９万１，０００円の減額、

森林保護事業補助金８，０００円の減額、林道開設事業補助金で各事業補助金精算により

３７５万４，０００円の減額、中山間地域等直接支払制度推進事業補助金で３万５，００

０円の減額、森林管理推進事業補助金で６万６，０００円の減額、中山間地域等直接支払

制度事業補助金で４２万６，０００円の減額、食料・環境基盤緊急確立対策事業補助金で

３２９万円の減額、ふるさとの山づくり総合対策事業補助金で１６５万９，０００円の減

額、森林整備地域活動支援交付金制度補助金で３万３，０００円の減額であります。 
 次に、４目深地層研究施設周辺地域特別対策事業補助金は、収入見込みに基づき５万３，

０００円の減額とするものであります。 
 ３項道委託金、１目総務費委託金では、総務管理費委託金、徴税費事務委託金合わせて

１３万６，０００円の減額であります。 
 １７ページ、３目土木費委託金は、河川管理委託金、河川工事委託金合わせて２０万５，

０００円の減額。 
 １４款財産収入、１項財産運用収入、１目財産運用収入では４３万５，０００円の追加

で、内容は各基金の利子を追加するものであります。 
 ２目財産貸付収入では１２１万９，０００円の追加で、内容は土地貸付収入で２３万７，

０００円の減額、建物貸付収入では職員住宅、教員住宅合わせて１３７万円の追加、施設

貸付収入では旧松音知教員住宅貸付料として８万６，０００円を追加。 
 １８ページ、２項財産売払収入、１目不動産売払収入では、宮下地区分譲地売り払いで

２００万６，０００円を計上。 
 ２目物品売払収入では、不用鉄骨売り払いで１７万１，０００円を計上。 
 ３目生産物売払収入では、立木売払収入として６９万３，０００円を計上。 
 １５款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金では２７万７，０００円を計上。 
 指定寄附金では、庁舎建設寄附金で１０万円、民生費寄附金で５万円、合わせて１５万

円を計上するところであります。 
 １６款繰入金、１項基金繰入金、１目天北線代替輸送確保基金繰入金では、施設維持管

理分、代替バス運営費分として８５万６，０００円を減額。 
 ２目まちづくり基金繰入金では５４９万９，０００円の減額。 
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 １９ページ、３目減債基金繰入金では３１９万６，０００円を追加をいたします。減債

基金繰入金の累計は１億９，０８７万５，０００円となるものでございまして、実質的に

これによって一般会計の不足分を埋めているということになります。 
 ４目農林業活性化基金繰入金では８４万６，０００円を減額。 
 ５目庁舎建設基金繰入金では３億９１１万３，０００円を追加。 
 ６目店舗近代化基金繰入金では１６万５，０００円を計上。 
 次に、１７款繰越金です。１項繰越金、１目繰越金では、前年度繰越金として４６０万

３，０００円を追加、前年度繰越金は４，４３０万５，０００円でありました。 
 １８款諸収入、１項預金利子、１目預金利子では１８万５，０００円を減額。 
 ２項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金収入では、諸制度融資つなぎ資金１００

万円を減額。 
 ２０ページ、３項雑入、１目雑入では１，２１８万３，０００円の追加で、内容は電話

使用料以下、収入見込みに基づき追加、減額、さらには新たな計上をしているところであ

ります。 
 ２目過年度収入では、平成１５年度中頓別保育所運営費精算分として６万８，０００円

を新規に計上いたします。 
 １９款町債、１項町債では７，６１０万円の減額で、１目辺地対策事業債から９目地域

再生事業債までは地方債補正で説明しておりますので、省略をさせていただきます。 
 ２２ページ、２０款配当割交付金、１項、１目とも配当割交付金ですけれども、これは

４５万９，０００円を新規に計上するものであります。 
 ２１款株式等譲渡所得割交付金、１項、１目とも株式等譲渡所得割交付金でありますが、

新規に２６万５，０００円を計上するものであります。 
 以上、歳入歳出のバランスをとっておりますので、よろしくご審議のほどお願い申し上

げます。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりました。 
 ここで議場の時計で午後１時まで暫時休憩にいたします。 
 

休憩 午後 ０時０５分 
再開 午後 １時００分 

 
〇議長（石神忠信君） それでは、休憩前に戻り会議を続けます。 
 ８号議案の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 
 柳澤さん。 
〇４番（柳澤雅宏君） それでは、まず１点目の企画費の環境基本計画策定支援事業補助

金、５０万円減額ということになっていますけれども、この５０万が不必要であったとい

う減額では私はないと。本来ならば十分このお金が使われて、環境基本計画策定に向けて
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準備として経費としてかかったべき数字ではないかなと思いますので、その点についてま

ず１点お伺いします。 
 それから、５款の労働費の緊急地域雇用創出特別対策事業委託料の４６万減額で、これ

は国庫支出金で補われるべきものであろうというふうに思うので、緊急雇用としてもっと

この事業を推進することができたならば、この４６万という減額もなかっただろうし、そ

れに伴い国庫支出金を抑えるということもなかったのでないかなと思いますので、事業と

して十分にこの事業が活用されたのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。 
 それから、３点目なのですけれども、６款の農林水産業費の４目有害鳥獣駆除対策費、

これ丸々減額ということになっているのですけれども、過去において猟友会と町側との考

え方の相違があって、なかなか猟友会の理解を得られなかったということがあって、その

改善に努めるという答弁が以前にありましたけれども、丸々減額ということになりますと、

まだ町側とそこら辺連携がうまくとれていないのかなというふうに私としては思えるので

すけれども、その点きちっといっているのだけれども、費用として出なかったのか、また

猟友会の協力が得られるような段階にまだ至っていないのか、その点をお伺いしたいとい

うふうに思います。 
 それから、もう一点、小学校費の教育振興費の中で教師用指導書というのがあるのです

けれども、これは当初予算になかったのが計上されたのかなというふうに思うのですけれ

ども、教師用指導書というのはどっちがどう指導する書物なのか、先生が子供を指導する

ために必要とする書物なのか、先生が先生を指導するという、先生のあり方という点につ

いて指導する書物なのか。ただ、どちらにしても、もし私が言うどちらかの書物であると

いうことであれば、本来は先生が自分で持つべき書物であろうというふうに思いますので、

これを予算化して恐らく先生たちに配られたのかなというふうに思うのですけれども、こ

の考え方についてお伺いしたい。 
 以上です。 
〇議長（石神忠信君） 小林参事。 
〇総務課参事（小林生吉君） １点目の環境基本計画の関係についてお答え申し上げたい

と思います。 
 さきの議会でご答弁申し上げたとおり、環境基本計画の策定作業そのものがおくれてお

りまして、本来１６年度中に完了すべきところを１７年度にまたがって作業をするという

ような状況になっております。それで、１６年度については５０万円で、残った５０万円

は１７年度の当初予算の方に計上しておりまして、合わせて合計金額が１００万円になる

わけですけれども、その中で策定作業をやっていただくと、そういうような考え方で処理

したものであります。 
〇議長（石神忠信君） 柴田参事。 
〇産業建設課参事（柴田 弘君） 緊急雇用の関係でありますけれども、歳入の方でもご

説明申し上げましたが、これは１００％国から補助金をいただいて行う事業でありまして、
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今回減額いたしましたのは、それぞれの事業で見積もり合わせ、入札等をやった結果の残

金の部分の補助金と、それから歳出の方でそれぞれ減額しております。それから、活用さ

れたかという部分につきましては、当然地域の雇用についてそれぞれ事業を実施してきま

したので、担当課としては十分活用されたのだろうということで判断しております。 
 それから、有害鳥獣駆除対策費の全額減額でありますけれども、１５年度の定例会にお

いても柳澤議員さんの方から猟友会の部分で質問がありましたけれども、それ以降猟友会

と何回かお話しさせていただきながら努力してきている最中でありまして、１６年度の当

初におきましてもクマ駆除のやり方含めて十分理解がまだ得られなかったために、クマ駆

除の部分についてはそのような状況でまだ推移しているということであります。それから、

クマの部分以外ですけれども、その部分については町の方といたしまして、カラス、キツ

ネ、シカ等なのですが、狩猟の免許を持っている方が農家から依頼されまして、町の方に

駆除の申請を上げていただければ、それぞれ申請理由を判断いたしまして駆除してきてい

る状況であります。ただ、町の方といたしましては広域的な被害が発生した段階で駆除を

していくということで、広域性についても十分議論されておりませんけれども、個々の部

分ではそれぞれ個々の人たちに対応していただくような形で平成１６年度は進めてまいり

ました。平成１６年度は、カラスの駆除で許可を出したのが７件です。カラスの駆除頭数

が７０羽ということで、それぞれの農家さんが狩猟免許所持者に依頼して駆除をしてきた

状況であります。そのような状況になっております。先ほど申し上げました猟友会の関係

については、今後とも何とか理解を得られるように１７年度に向けて取り進めていきたい

と思いますので、ご理解願いたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 米屋教育次長。 
〇教育次長（米屋彰一君） 教師用教科書指導書の件でございますが、これは平成１７年

度に小学校の教科書が改訂されることに伴うものでございます。そして、これにつきまし

ては１７年度から始まるのでありますが、実際に６月、７月に教科書改訂委員会というも

のが開催されまして、それで新年度に新しく改訂になる教科書をどの教科書を使うかとい

う協議がされまして、早目に発注をして先生のもとに届くのが学校始まる前ではなくて、

３月にその資料が届いて、そして勉強したいということもありまして、年度内にその作業

を行うということで従前新年度に予算計上していたところなのですが、３月に物が入ると

いうことで補正を上げさせていただきました。それと、あわせて、これはどういうものか

というと、生徒に対して新しい教科書をどういうふうに指導するかという先生用の指導書

でありまして、これは指導する一環で必要なものかと考えております。 
〇議長（石神忠信君） 柳澤さん。 
〇４番（柳澤雅宏君） まず、猟友会との方は、何とか方策を見つけて、要は一番大きい

のはやっぱりクマだと思うので、特に家畜、時には人災みたいなことが起きてからでは問

題が大きくなると思うので、特にクマに関しては早目に猟友会と連携をとれるように努め

ていただきたい。 
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 それから、今の教科書の問題なのですけれども、教科書が変わって、子供たちに教える

ために前もって勉強すると。それが当初予算ではなくて早目にということはわかるのです

けれども、それはどうなのですか。教育委員会として、それを公費の中から、いわば税金

で買って与えなければならないものなのか。私は、考えようによっては、それは教師の仕

事上の必要なものであって、当然仕事上に必要なものは自分で買いなさいというふうに私

は思うのですけれども、これは教育委員会として先生にあてがってやらなければならない

ものなのですか。 
〇議長（石神忠信君） 米屋教育次長。 
〇教育次長（米屋彰一君） 教科書が変わることによって、先生が独自に指導するもので

はございませんので、あくまでもその教科書に沿って指導することでありますから、やは

り必要だと考えます。 
〇議長（石神忠信君） 柳澤さん、鳥獣の方はいいですか。 
〇４番（柳澤雅宏君） 努力しますって言うから、してもらう。 
〇議長（石神忠信君） 今のいいですか。 
〇４番（柳澤雅宏君） １年間様子見る。 
〇議長（石神忠信君） 山本さん。 
〇３番（山本得惠君） 私もちょっと内容を教えていただきたいのですが、２８ページの

４款３目環境衛生費の１３節、この中でごみ収集業務委託料１００万減額となっています

けれども、この内容について教えていただきたい。 
 もう一点は、歳入の方で１８ページ、１４款３目生産物売払収入の中で立木売払収入６

９万３，０００円となっておりますけれども、この件についても内容を説明していただき

たいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 石川保健福祉課長。 
〇保健福祉課長（石川 篤君） 環境衛生費のごみ収集業務委託料につきましては、中頓

別町振興公社に委託している委託料の入札減の部分でございます。当初予算は３，３５０

万円でございまして、契約額が３，２５５万ということで１００万円の減額ということで

ございます。 
〇議長（石神忠信君） 小林参事。 
〇総務課参事（小林生吉君） 立木につきましては、一つは大きいのは寿のさけ・ますふ

化場が建ったところの町有林で、あそこ建設関係で立木の伐採を行っておりますので、こ

れの補償ということで６２万４，０００円ぐらいです。あと、町有林の林道に関する部分

が残った部分という内訳になっています。 
〇議長（石神忠信君） 山本さん。 
〇３番（山本得惠君） さけ・ますふ化場の町有林を伐採して、そこに林泉をつくったの

ですか。 
（何事か呼ぶ者あり） 
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〇３番（山本得惠君） そこの部分の償却払い。すると、もう一点は、林道の伐開した部

分の立木ですか。そうしますと、さけ・ますふ化場の林泉の売却は、個人というか、一般

企業に売却したのですか。それをつくるためにさけ・ますふ化場の受注工事したのでなく、

別に売却したのですか。 
〇議長（石神忠信君） 小林参事。 
〇総務課参事（小林生吉君） ふ化場を建設いたしました増殖協という組織がありまして、

そちらの方に立木代金を補償していただいたということ。あと、実際に増協の方で森林組

合に委託して伐採していたというふうに思います。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇５番（本多夕紀江君） 歳入で１１ページなのですけれども、５目土木使用料のうち公

営住宅使用料なのですが、３４４万１，０００円の減額となっています。かなり減額が大

きいようですけれども、これについての説明と、もう一点は以前に住宅料の未収金がかな

りあるという報告があったのですけれども、未収金の回収の方はどのようになっているの

でしょうか。 
〇議長（石神忠信君） 安積総務課長。 
〇総務課長（安積 明君） 公営住宅使用料の減額が３４４万１，０００円の大幅な減額

になっているその理由は、細かな資料を持ち合わせていないので的確な答えになるかどう

かわかりませんが、いずれにしても公営住宅そのものは収入に応じて家賃が決まるわけで

あります。したがって、収入の変動による家賃というか、家賃収入が、使用料が減ったと

いうことになります。逆に、１３ページに公営住宅家賃対策補助金というのがあります。

３５２万５，０００円を追加しているわけですが、それは逆にふえているということであ

ります。 
 あと、大変おしかりを受けました公営住宅家賃、あるいはそのほかの土地の貸し付けで

すとかそういうものについては鋭意努力しておりまして、それなりの努力の成果は上がっ

ていると思いますが、今の段階でその割合等についてはお答えはできません。資料として

持ち合わせていないので、後からお知らせをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん、後から資料を本多さんに提供することでよろしいです

か。 
 本多さん。 
〇５番（本多夕紀江君） ２７ページですけれども、６目の重度心身障害者特別対策費で

すけれども、重度心身障害者医療費５００万円の減額となっていますが、不用額という説

明だったのですけれども、医療費というのは身障者の方から請求があって支給されるとい

う性格のものではないかと思うのです。それにしても５００万円の減額は大きいと思うの

ですけれども、どんな状況でこういう大きな減額になったのでしょうか。 
〇議長（石神忠信君） 竹内保健福祉課参事。 
〇保健福祉課参事（竹内義博君） 私の方からご説明します。 
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 この重度心身障害者の医療費につきましては、医療費助成制度の改正、１６年度から改

正されまして、それで今までは重度心身障害者に対しては初診料のみの負担で、あと全額

医療費として扶助費を出していたわけですけれども、その改正に伴って本人が１割負担と

いう形になったということと、その上限が入院外で１万２，０００円、それから入院で４

万２００円の本人負担という形になったことから、この５００万という不用額が生じたと

いうことでございますので、ご理解の方よろしくお願いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 山本さん。 
〇３番（山本得惠君） 歳出の４１ページ、１２款公債費の１目、この中で地方債償還元

金３，７０４万が減額になっておりますけれども、これの内容をもうちょっと説明をして

いただきたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） 安積総務課長。 
〇総務課長（安積 明君） 実は昨年の１２月の第４回定例会において公有林にかかわっ

て、今回公有林整備事業で起債の変更で起債を全額減額しておりますが、これは昨年の１

２月の４定で一番上の９５０万を除いて３，７０４万円というのを公債費において地方債

償還元金で３，７０４万円を追加して計上させていただきました。しかし、前段言いまし

た公有林整備事業において一定の条件のもとで起債できるということだったのですけれど

も、それができなくなりましたので、今回当初予定していた元金を全額減額するというこ

とになったものです。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、５ページを見ていただき

たいのですが、５ページの昭和５６年以降公有林整備事業で当時から借りていたものがあ

るのですが、これを利率が高いということもあって一定の条件のもとでいわゆる借りかえ

をしようということで予定をしていて、借りかえをするためにそれまで未償還であった元

金を、４１ページの金額３，７０４万円を１２月の４定で補正したと。ところが、これが

一定の条件のもとで借り入れするはずだったのが借り入れできなくなりましたので、今回

その３，７０４万円を減額させていただいたということであります。 
〇議長（石神忠信君） 藤田さん。 
〇６番（藤田首健君） 先ほど柳澤さんが質問した有害鳥獣駆除対策ということで聞いた

のですけれども、ちょっと私もひっかかりますので、追加質問といいますか、そんな感じ

でさせてもらうのですが、６２万１，０００円の予算を組んで一銭も使わなかったという

ことは先ほど話聞いたのですけれども、ただそれだけの理由ではちょっと納得いかないと

いうのが一つあります。それから、公共的な被害が出ない限りは云々ということなのだけ

れども、どこら辺に線を引いてそういうふうに解釈するのか、そこら辺聞かせてください。 
〇議長（石神忠信君） 柴田参事。 
〇産業建設課参事（柴田 弘君） ご説明いたします。 
 先ほど柳澤議員さんの質問にお答えいたしました。それで、詳しくお話ししませんでし

たので、ちょっとご理解いただけない部分ありましたが、平成１６年度の有害鳥獣の捕獲

の方針といたしまして、考え方としまして、捕獲の申請そのものについては町が許可権者
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でありまして、被害があった方から、特に道の許可基準と町の許可基準ありますけれども、

町の方を通しながら道の許可基準については道の方に上げていくと、それから町の許可基

準の部分については町が許可をすると。大きくは、クマとシカについては道の許可基準で

ありまして、それ以外のカラス、キツネ等については町の許可で捕獲できる基準でありま

す。町といたしましては、平成１６年度の捕獲方針といたしまして予防捕獲という一つの

前提に立ちまして、広域的に被害が起きた場合は経費を使って駆除していきましょうと。

それから、広域的でない場合、その判断基準がきちっと明確になっていない部分も先ほど

お話ししましたけれども、ありますけれども、広域的でない場合については、特にクマ等

を除いて話させていただきますと、広域でない部分については各農家さんが狩猟免許持っ

ている方にお願いをして、狩猟免許の方が町に申請を上げていただいて、町が許可をして

いくと。例えば農家の方でも狩猟免許持っている方は、そういう場合は本人がそれぞれ、

被害者がそれぞれ申請を上げてくるという形になります。そういった形の中で平成１６年

度は取り組むということで進めてまいりました。先ほどクマの部分含めて猟友会との話が

なかなか合意に至らなくて、委託契約ができていませんでした。特にクマの場合は緊急性

がありますから、もし万が一出た場合は、委託契約の部分はありますけれども、猟友会に

お願いしたりして即動いてもらうということは、これは当然のことでありますが、その部

分については事前に、万が一何かあって危害の加わるおそれが非常に高くて、そういう場

合については動いていただこうという話はしておりますし、ただ契約関係についてはいろ

んな今までの問題ありましてなかなか契約にこぎつけていけないという部分がありました

ので、契約関係の委託料については使えなかったということであります。 
 捕獲の関係についても、そういった状況でありますからクマの捕獲が出てきませんので、

報償費としての部分が支払いなしと。それから、広域捕獲の体制で１６年から臨んできた

ものですから、農家さん個々に出ている被害の部分についてはそれぞれ農家さん個々で負

担していただいたと、狩猟免許者にお金を払って負担していただいたので、そこの部分で

の公費は出なかったということで、有害鳥獣駆除の対策費は全額減額させていただくとい

う内容であります。 
 簡単ですけれども、説明にかえさせていただきます。 
〇議長（石神忠信君） 石井さん。 
〇７番（石井雄一君） ３点ほどお伺いしたいと思うのですけれども、２６ページの一流

の、中頓別づくり推進事業補助金、これは計上したけれども、ほとんど使われていないと

いうことはいろんな事業が行われなかったということかなというふうに理解するのですけ

れども、多分皆さんがよく承知していないか、そういったことで利用されていないのかな

というふうに思うのです。それで、このことをできなかったことを踏まえて今後どうして

いくのか、その辺もお伺いしたいと思います。 
 それから、２点目ですけれども、３１ページ、２１世紀北の森づくり推進事業補助金２

１３万４，０００円、結構大きな金額減額になっているのですけれども、この主な理由を
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お伺いしたいということです。 
 それと、先ほど山本さんの質問の中でありました４１ページのいわゆる借りかえの部分

なのですけれども、これは条件がそろわなかったからそれができなかったということで、

一回取り下げたということですよね。今後も条件が合わないということでやらないで、従

来どおりの返済方法でいくということなのかどうなのか、その点お伺いしたい。 
〇議長（石神忠信君） 小林参事。 
〇総務課参事（小林生吉君） １点目の一流の、中頓別づくり推進事業についてお答えし

たいと思います。 
 この事業につきましては、町民の皆さんが積極的に地域づくりをやっていただくために、

従来まちづくり基金、１億５，０００万ほどの基金があって、その運用として充てていき

たいという、まちづくり基金の事業だとか研修に充てていたものをこの事業に改めたもの

であります。１億５，０００万のうち、１年間５００万円を上限にしてさまざまな地域活

性化の活動等について支援をしていきたいと。この中には企業化というような目的も含ん

でおります。再三周知はしてはいたのですが、これらについても利用が１６年度について

はなかったということであります。周知の仕方が足りなかったのか、あるいは現在の補助

の仕組みに問題があるのか等々、いろいろ検証したいと思います。ただ、１６年度も１件

お問い合わせをいただいた事業がありまして、１７年度に向かって事業化したいというよ

うな意向では聞いておりましたので、私どもの方でも十分にこのメニューがその目的に合

致し切らないところがあったりしてはいたのですけれども、いずれにしてもせっかくある

基金を有効に活用していくための対策について今後十分検討していきたいというふうに思

います。 
〇議長（石神忠信君） 柴田参事。 
〇産業建設課参事（柴田 弘君） ２１世紀北の森づくり推進事業なのですが、これは民

有林の造林事業に対して補助しているものであります。当初で面積３０ヘクタール計画し

ておりましたが、実際行われたのが２２．９１ヘクタールということで、それの面積分の

減の補助金減の分であります。 
 それから、公有林の施業転換資金の借りかえ関係について今後どうするのかという話で

ありますけれども、先ほど安積総務課長の方からお話ありましたが、公有林の施業転換資

金の借り入れ条件の部分で昨年の１２月段階で取り組み方について庁内での協議をいたし

ました。それで、現在施業転換資金の借り入れの可能な範囲が相当少ないということで、

当初見込んでいた部分を再調査してみますと、そういった認定できる面積が少なくて、今

の時点でやっても効果が余り上がらないということで、平成１７年度に再度この借り入れ

について作業を進めながら、林業施業計画等の変更計画が必要になってくるものですから、

時間がかかるもので、それで平成１７年度には何とか作業を進めながら有利な資金の借り

入れに向けていくということで協議しております。 
 以上です。 
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〇議長（石神忠信君） ほかにございませんか。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石神忠信君） それでは、質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第８号 平成１６

年度中頓別町一般会計補正予算について採決します。 
 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第８号 平成１６年度中頓別町一般会計補正予算は原案のとおり可決され

ました。 
 
    ◎議案第９号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第２２、議案第９号 平成１６年度中頓別町知

的障害者福祉事業特別会計補正予算の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第９号 平成１６年度中頓別町知的障害者福祉事業特別会計

補正予算につきましては、天北厚生園長に内容の説明をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 千葉園長。 
〇天北厚生園長（千葉辰雄君） 議案第９号 平成１６年度中頓別町知的障害者福祉事業

特別会計補正予算についてご説明をいたします。 
 今回の補正は、歳入歳出の予算の総額にそれぞれ１，７０３万９，０００円を追加し、

歳入歳出の予算の総額を２億９，７３４万７，０００円とするものでございます。 
 事項別明細書５ページからご説明をいたします。なお、今回の主な補正につきましては、

予算の精査に伴い不用額と見込まれる額の減額補正と財政調整基金として積み立てる額が

主な内容であります。 
 １款知的障害者支援費、１項知的障害者支援費においては、同額の４７５万４，０００

円を減額し、２億７，５５０万３，０００円とするものであります。 
 １目事務費においては４１９万８，０００円を減額し、２億４，６０７万４，０００円

とするものであります。内容におきましては、１節報酬から１８節備品購入費まで、先ほ

ども申し上げました予算精査に伴い不用額と見込まれる額の減額であります。 
 ３目訓練指導費におきましては５５万６，０００円を減額し、４６４万９，０００円と

するものであります。内容につきましては、歳入で生産物売払収入と受託事業収入の減に

伴う歳出経費の減額であります。９節旅費から１６節原材料費までを減額したものであり

ます。 
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 ２款諸支出金、１項基金費においては２，１７９万３，０００円を追加し、２，１７９

万４，０００円とするものであります。 
 １施設整備基金費においては３７９万３，０００円を追加し、３７９万４，０００円と

するものであります。内容は、２５節の積立金におきまして施設整備基金積立金として３

７９万３，０００円追加するものであります。 
 ２目財政調整基金費におきましては、１，８００万を計上するものであります。内容は、

２５節積立金において天北厚生園財政調整基金積立金として１，８００万を計上するもの

であります。 
 歳出総額で、１，７０３万９，０００円を追加し、歳出総額を２億９，７３４万７，０

００円とするものであります。 
 続きまして、４ページ、歳入についてご説明いたします。１款施設訓練等支援費収入、

１目施設訓練等支援費収入におきましては、同額の３７２万８，０００円を追加し、２億

３，４３１万９，０００円とするものであります。内容は、現年度分支援費収入で３７２

万８，０００円の追加であります。 
 ３款財産収入、１目利子及び配当金におきましては、同額の８，０００円を追加し、９，

０００円とするものであります。内容は、１節で利子及び配当金で天北厚生園施設整備基

金利子として８，０００円追加するものであります。 
 ４款寄附金、１項寄附金におきましては、同額の３７８万４，０００円を追加し、４７

２万５，０００円とするものであります。 
 ２目指定寄附金におきましては、３７８万４，０００円を追加するものであります。内

容は、１節指定寄附金において施設整備寄附金として３７４万９，０００円の追加であり

ます。なお、詳細につきましては、退園者個人が２名で１１０万円、父母会から２６４万

９，０００円で３７４万９，０００円、さらにふれあいフェスタの父兄会が取り組んだ売

上金、これが収入として３万５，０００円になりまして、合計で３７８万４，０００円の

追加であります。 
 ５款繰越金、１目繰越金では、同額の１，００７万５，０００円の追加であります。前

年度繰越金として１，００７万５，０００円を追加したところであります。 
 ６款諸収入におきましては５５万６，０００円を減額し、７５０万８，０００円とする

ものであります。 
 １項雑入、１目雑入におきましては、５２万９，０００円を減額したものであります。

内容は、１節の生産物売払収入による減であり、５２万９，０００円の減額であります。 
 ２項受託事業収入、１目清掃業務受託事業収入においては２万７，０００円を減額し、

１３４万４，０００円とするものであります。内容は、１節の清掃業務受託事業収入にお

いて一部業務の減に伴った２万７，０００円を減額したところであります。 
 歳入総額、１，７０３万９，０００円を追加し、歳入総額を２億９，７３４万７，００

０円とし、歳入歳出のバランスをとっております。 
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 よろしくご審議のほどお願いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第９号 平成１６

年度中頓別町知的障害者福祉事業特別会計補正予算について採決します。 
 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第９号 平成１６年度中頓別町知的障害者福祉事業特別会計補正予算は原

案のとおり可決されました。 
 
    ◎議案第１０号 
〇議長（石神忠信君） 日程第２３、議案第１０号 平成１６年度中頓別町国民健康保険

事業特別会計補正予算の件を議題といたします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第１０号 平成１６年度中頓別町国民健康保険事業特別会計

補正予算につきましては、石川保健福祉課長に内容の説明をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 石川保健福祉課長。 
〇保健福祉課長（石川 篤君） 内容の説明の前に、大変申しわけなかったのですが、６

ページと７ページが修正前の書類が、実は間違って印刷してしまいまして、役場側の方は

直っているのですが、議員さんたちの方については発送に間に合わなかったために、今局

長の方からお配りされていると思いますが、６ページ、７ページについて差しかえをお願

いいたしたいと思います。大変申しわけありません。 
 それでは、ご説明をさせていただきます。議案第１０号 平成１６年度中頓別町国民健

康保険事業特別会計補正予算についてご説明をいたします。 
 １ページをお開きください。平成１６年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算

は、次に定めるところによる。 
 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６２４万１，０００円を追

加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７，６２３万９，０００円とするも

のでございます。 
 初めに、歳出からご説明をいたします。６ページをお開きください。差しかえ部分でご

ざいます。総務費でございますが、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につき

ましては、共同電算処理委託料ということで件数の増加で２万５，０００円ほど追加をさ
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せていただいています。 
 ２項運営協議会費、１目運営協議会費につきましては、精査の上、旅費等の減額を図っ

ております。 
 次に、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費につきましては、

６７７万７，０００円の追加補正となってございます。これにつきましては、一般被保険

者分の療養費が伸びているということでございますが、当初大体月額８４０万円ほど見て

いたのでございますが、現在月額約８９０万円ほどかかっている状態で、６７７万７，０

００円ほど追加をさせていただくものでございます。 
 ２目の退職被保険者等療養給付費につきましても８３０万１，０００円の追加でござい

ますが、これにつきましても同様に療養費等が伸びてございまして、当初月額約３１３万

程度で見ていたものが現在月額３８２万円ほどかかっている状態でございます。したがい

まして、８３０万１，０００円ほど追加で補正をお願いしたいということでございます。 
 ５目の審査支払手数料につきましては、審査件数の増ということで２万円の追加とさせ

ていただいています。 
 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費につきましては、３８万３，０００円の

追加となってございますが、これも当初では１０１万程度月額を見ていたわけなのですが、

現在大体１０４万円程度かかっている状況でございます。 
 次に、３款の老人保健拠出金につきましては１，０００円の追加でございますが、これ

は精査の上１，０００円だけ追加をさせていただいたということでございます。 
 次に、５款の共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費、この次の共同事

業医療費というところを削除してください。済みません。この目の名称につきましては、

高額医療費拠出金でございます。大変申しわけありません。既定額４１０万１，０００円

のところ、１５１万５，０００円の追加でございますが、これは当初、支払いが第１期か

ら第４期あるのですが、第４期分が変動する見込みがあるということで、当初第１期分か

ら第３期分まで予算を計上させていただいていました。今回は４期目分を追加させていた

だくものでございます。既定額４１０万１，０００円のところ、１５１万５，０００円を

追加して５６１万６，０００円とするものでございます。 
 ７款の諸支出金、２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金につきましては、既定額５

００万円のところ、７４万円を減額するものでございます。内容につきましては、病院に

対する繰出金でございまして、レセプト電算処理システム整備費繰出金ということでござ

いますが、医療システム分で３００万円、それからレセプト電算分で１２６万円というこ

とで、合計で４２６万円で、当初５００万円の予算計上でしたので、ここで７４万円を減

額させていただくものでございます。 
 それで、歳出合計２億５，９９９万８，０００円のところ、１，６２４万１，０００円

を追加し、２億７，６２３万９，０００円とするものでございます。 
 次に、歳入についてご説明をいたします。４ページをお開きください。１款国民健康保
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険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税につきましては６８万円の

追加でございますが、現在の見込みで６８万円を追加するものでございます。 
 それから、２目の退職被保険者等国民健康保険税につきましては、見込みで１３万８，

０００円ほど減額をさせていただいているところでございます。 
 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金につきましては６９２万２，

０００円の追加でございますが、これにつきましても医療費の増による国庫負担金の増と

いうことでございます。 
 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金につきましては３，１０９万円の減額でございま

すが、内容につきましては普通調整交付金で３，０３５万円の減額、それから直診病院レ

セプト電算処理システム整備交付金ということで、歳出の方でもご説明しましたが、７４

万円の減額、合わせて３，１０９万円の減額ということでございます。 
 ３款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、１目療養給付費交付金につきましては

８４３万９，０００円の増額でございますが、退職被保険者等の療養給付費交付金でござ

いますが、これも医療費の増による伸びということで追加をしてございます。 
 それから、５款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１目共同事業交付金につきまし

ては、９３０万３，０００円の増額で、合計で１，０６０万３，０００円となってござい

ますが、これにつきましては一般分の高額療養費、高額療養にかかられている方が非常に

多くなってきているということで９３０万３，０００円の追加で、これは決定を受けてお

ります。 
 ６款の財産収入、１項財産運用収入、１目の利子及び配当金につきましては、既定額１，

０００円のところ、１７万８，０００円の追加でございますが、これにつきましては社会

保険の診療報酬支払基金に町として出資金を出していたのですが、この制度は保険者が医

療費等の支払いが困難になったときに基金の方から立てかえ払いができるというような、

そういう制度がございまして、その制度に各市町村が積み立てをしていたわけなのですが、

出資金を出していたわけなのですが、現実に保険者の立てかえ払いをする実績がないこと

で、この制度そのものが廃止になりましたので、今回当町が出資している金額についてお

返しいただくものでございます。 
 それから、７款繰越金、１項繰越金、２目その他繰越金につきましては、前年度繰越金

６３０万５，０００円を充当するものでございます。 
 ９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金につきましては、既定額１，９４

３万７，０００円のところ、一般会計から１，５６０万３，０００円を繰り入れして充当

させていただくものでございます。 
 １０款連合会支出金、１項連合会支出金、１目連合会支出金につきましては、３万９，

０００円ほど今回計上させていただくものですが、これにつきましては４５０万円を超え

て高額療養した者が１名ほどございまして、その分に対する交付金でございます。 
 歳入合計２億５，９９９万８，０００円のところ、１，６２４万１，０００円を追加し、
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２億７，６２３万９，０００円とし、歳入歳出のバランスをとっているところでございま

す。 
 よろしくご審議をお願い申し上げます。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、これより議案第１０号 平成１６年度中頓別町

国民健康保険事業特別会計補正予算について採決します。 
 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第１０号 平成１６年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算は原

案のとおり可決されました。 
 
    ◎議案第１１号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第２４、議案第１１号 平成１６年度中頓別町

国民健康保険病院事業会計補正予算の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第１１号 平成１６年度中頓別町国民健康保険病院事業会計

補正予算につきましては、高井病院事務長に内容の説明をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 高井病院事務長。 
〇国保病院事務長（高井秀一君） 議案第１１号 平成１６年度中頓別町国民健康保険病

院事業会計補正予算についてご説明を申し上げます。 
 １ページをごらんください。第１条、総則といたしまして、平成１６年度中頓別町国民

健康保険病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
 第２条、資本的収入及び支出、収入について既決予定額から３７万３，０００円を減額

して１億２，１０５万２，０００円、支出について既決予定額に７３万５，０００円を追

加して１億３，３２６万５，０００円とするもので、収入が支出に対して不足する額１，

２２１万３，０００円は当年度分損益勘定留保資金で補てんをいたします。 
 第３条、他会計からの補助金、一般会計補助金の既決予定額に３６万７，０００円を追

加して１億３，１７１万２，０００円とするものであります。 
 内容についてご説明申し上げます。４ページをごらんください。支出につきまして、１

款資本的支出、２項建設改良費、２目固定資産購入費とも既定額に７３万５，０００円を

追加するものでございます。機械備品のドライレーザーイメージャーにつきましては、平
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成２年に購入いたしましたレントゲン撮影フィルムをプリントアウトする機械であります

けれども、修理不能の故障のため購入するものでございます。 
 収入につきましては、１款資本的収入、１項出資金とも３７万３，０００円の減額であ

ります。１目一般会計出資金につきましては３６万７，０００円の追加で、ドライレーザ

ーイメージャー購入費７３万５，０００円の２分の１を一般会計負担分として繰り入れす

るものであります。 
 ２目他会計出資金につきましては７４万円を減額するものでありますが、これは当初予

算に計上いたしました医事用コンピューター購入事業に係る国庫補助金の確定によるもの

であります。このことにつきましては、先ほど国保会計の方でご説明をさせていただいた

ものと同様でございます。 
 以上、簡単ですけれども、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議をお願いい

たします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１１号 平成１

６年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算について採決します。 
 本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第１１号 平成１６年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算は原

案のとおり可決されました。 
 
    ◎議案第１２号 
〇議長（石神忠信君） 日程第２５、議案第１２号 平成１６年度中頓別町水道事業特別

会計補正予算の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第１２号 平成１６年度中頓別町水道事業特別会計補正予算

につきましては、尾本産業建設課長に内容の説明をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 尾本産業建設課長。 
〇産業建設課長（尾本導弘君） 議案第１２号 平成１６年度中頓別町水道事業特別会計

補正予算についてご説明申し上げます。 
 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２２６万７，０

００円を減額し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，８１９万８，０００
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円とするものでございます。 
 今回の補正につきましては、不用額の精査でございます。 
 それでは、５ページの事項別明細書、歳出からご説明申し上げます。１款水道費、１目

一般管理費では５３万円の減額でございまして、３節職員手当等、４節共済費合わせて５

３万円の減額補正でございます。 
 ２目財産管理費では、７節賃金から１６節原材料費までの１７３万７，０００円の不用

額の減額でございますが、１３節委託料につきましては漏水調査を職員で行ったことによ

り委託料がかからなかったことによる減額でございます。 
 歳出合計、既定額から２２６万７，０００円を減額いたしまして、歳出合計１億９，８

１９万８，０００円とするものでございます。 
 次に、４ページの歳入についてご説明申し上げます。１款使用料及び手数料、１目水道

使用料では、現年度で２２６万７，０００円を減額するものでございます。 
 歳入合計、既定額から２２６万７，０００円を減額いたしまして、歳入合計１億９，８

１９万８，０００円とし、歳入歳出のバランスをとっているところでございます。 
 よろしくご審議をお願いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 
 山本さん。 
〇３番（山本得惠君） １点お尋ねします。５ページの２目１３節、漏水管理調査委託費

で職員が行った利益として１００万を減額できたと今言ったのですね。そうしますと、今

後も職員でこういう漏水調査はできるのですか。 
〇議長（石神忠信君） 尾本産業建設課長。 
〇産業建設課長（尾本導弘君） 漏水調査した場合に即判明できれば職員で対応できます

けれども、調査してもなかなか場所が特定できないということのみ委託にかけて調査をし

てもらって、早急に修繕をするような形を従前からとっておりますので、今後もその方法

で進めていきたいと、このように考えております。 
〇議長（石神忠信君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） それでは、質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１２号 平成１

６年度中頓別町水道事業特別会計補正予算について採決します。 
 本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。 
 ここで議場の時計で２時１５分まで暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時０４分 
再開 午後 ２時１５分 

 
〇議長（石神忠信君） それでは、休憩前に戻り会議を続けます。 
 
    ◎議案第１３号 
〇議長（石神忠信君） 議案第１３号 平成１６年度中頓別下水道事業特別会計補正予算

の件を議題といたします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第１３号 平成１６年度中頓別町下水道事業特別会計補正予

算につきましては、尾本産業建設課長に内容の説明をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 尾本産業建設課長。 
〇産業建設課長（尾本導弘君） 議案第１３号 平成１６年度中頓別町下水道事業特別会

計補正予算についてご説明申し上げます。 
 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３１万５，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，５０６万２，０００円と

するものでございます。 
 今回の補正につきましては、執行残による減額と下水道使用料改定による料金収入の増

に伴う一般会計からの繰入金の減額分を補正するものでございます。 
 ５ページの事項別明細書、歳出からご説明申し上げます。１款下水道費、１目一般管理

費では、３節職員手当等、４節共済費、職員人件費に係る不用額の減額でございまして、

総額３１万５，０００円を減額するものでございます。 
 歳出合計、既定額から３１万５，０００円を減額いたしまして、歳出総額１億４，５０

６万２，０００円とするものでございます。 
 次、４ページの歳入についてご説明申し上げます。１款分担金及び負担金では、１目下

水道分担金でございます。１８万円の追加でございます。これにつきましては、宮下定住

団地分譲分、３戸分の計上でございます。 
 ２款使用料及び手数料では、１目下水道使用料、現年度分として７０万円の追加。 
 ３款繰入金、１目一般会計繰入金につきましては、１１９万５，０００円を減額するも

のでございます。 
 歳入合計、既定額から３１万５，０００円を減額いたしまして、歳入合計１億４，５０

６万２，０００円とし、歳入歳出のバランスをとっているところでございます。 
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１３号 平成１

６年度中頓別町下水道事業特別会計補正予算について採決します。 
 本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎議案第１４号 
〇議長（石神忠信君） 日程第２７、議案第１４号 平成１６年度中頓別町介護保険事業

特別会計補正予算の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第１４号 平成１６年度中頓別町介護保険事業特別会計補正

予算につきましては、保健福祉課竹内参事に内容の説明をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 竹内保健福祉課参事。 
〇保健福祉課参事（竹内義博君） 議案第１４号 平成１６年度中頓別町介護保険事業特

別会計補正予算についてご説明させていただきます。 
 第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６５４万８，０００円を減額

し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，７３３万５，０００円とするもの

でございます。 
 ５ページをお開きください。歳出の事項別明細書からご説明させていただきます。２款

保険給付費につきましては、６５１万６，０００円の減額補正し、１億７，９４９万８，

０００円とするものでございます。 
 １項介護サービス等諸費については３０５万１，０００円の減額補正で、１目居宅介護

サービス等給付費では３７２万２，０００円の追加補正。 
 それから、２目の施設介護サービス給付費では７２０万の減額補正。 
 それから、５目の居宅介護サービス計画給付費につきましては、４２万７，０００円の

追加補正をするものでございます。これは、歳出の状況に合わせて精査したものでござい

ます。 
 次に、２項支援サービス等諸費につきましては、３４０万の減額補正し、３６３万６，

０００円とするものでございます。 
 １目居宅介護サービス給付費では２６０万の減額。 
 ４目居宅支援サービス計画給付費では８０万円の減額補正をするものでございます。 
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 ３項のその他諸費につきましては、審査支払手数料で６万５，０００円の減額補正し、

１４万円とするものでございます。 
 次に、４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金につきまして

は、それぞれ既定額から同額の２９７万５，０００円を減額をし、補正をするものでござ

います。これにつきましては、内容につきましては２５節の積立金で介護給付費準備基金

積立金利息で２，０００円の追加、それから介護給付費準備基金積立金で２９７万７，０

００円の減額をするものでございます。この２９７万７，０００円の減額につきましては、

介護給付費国庫負担金平成１５年度分の返還金を平成１６年度の介護給付費で相殺すると

いうことを道の方から連絡がありまして、その分を基金積立金に含めて補正をいたしまし

たけれども、平成１６年度で相殺をされないで、今回返還通知があったため、積立金を減

額し、今回支払うものでございます。 
 次に、５款の諸支出金、１項の償還金及び還付加算金につきましては、既定額に同額の

２９４万３，０００円を追加補正し、５２７万９，０００円とするものでございます。 
 １目第１号被保険者還付加算金では、既定額に３万４，０００円を減額補正し、６万６，

０００円とするものでございます。 
 次に、２目の償還金につきましては、既定額に２９７万７，０００円を追加するもので、

５２１万３，０００円とするものでございます。これにつきましては、先ほど言いました

ように、基金積立金でご説明しましたように２３節の償還金利子及び割引料で介護給付費

国庫負担金平成１５年度返還金をここで追加補正するものでございます。 
 歳出の合計が既定額２億３８８万３，０００円に対し６５４万８，０００円の減額補正

し、１億９，７３３万５，０００円とするものでございます。 
 次に、４ページをお開きください。歳入についてご説明させていただきます。１款保険

料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料につきまして、既定額に同額の９９万５，

０００円を減額補正し、２，７５４万３，０００円とするものでございます。２節の現年

度分普通徴収保険料では１０３万１，０００円の減額、それから３節の滞納繰越では３万

６，０００円の増額となっております。この３万６，０００円につきましては、１件まだ

未納ということになっております。そういうことで３万６，０００円を追加補正をさせて

いただいております。 
 次に、２款の支払基金交付金、それから１項の支払基金交付金、１目の介護給付費交付

金につきましては、既定額にそれぞれ２０８万５，０００円の減額補正し、５，７４３万

９，０００円とするものでございます。これにつきましては、現年度分の介護給付費交付

金の標準給付費の精算によるものでございます。 
 次に、３款の国庫支出金、１項の国庫負担金、１目の介護給付費負担金につきましては、

既定額に同額の１３０万３，０００円を減額補正し、３，５８９万９，０００円とするも

のでございます。内容としましては、介護給付費の負担金で標準給付費の精算によるもの

でございます。 
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 ２項の国庫補助金、１目の調整交付金につきましては、既定額に５３万８，０００円を

減額補正し、１，４８０万８，０００円とするもので、これにつきましても財政調整交付

金の標準給付費の精算によるものでございます。 
 次に、４款の道支出金、１項の道負担金、１目の介護給付費負担金につきましても、既

定額に同額の８１万４，０００円を減額補正し、２，２４３万７，０００円とするもので、

これにつきましても介護給付費道負担金の標準給付費の精算による減額でございます。 
 次に、５款の財産収入、１項の財産運用収入、１目の利子及び配当金につきましては、

既定額に１，０００円の追加補正し、２，０００円とするもので、ここにつきましては介

護給付費の準備基金の利息の１，０００円を追加するものでございます。 
 次に、６款の繰入金、１項の一般会計繰入金、１目の介護給付費繰入金につきましては、

既定額に８１万４，０００円を減額補正し、２，２４３万７，０００円とするもので、こ

れにつきましても介護給付費の標準給付費の精算による減額でございます。 
 歳入合計で、既定額２億３８８万３，０００円に対し６５４万８，０００円を減額補正

し、１億９，７３３万５，０００円とするものでございます。 
 歳入歳出のバランスをとらさせていただいておりますので、ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 
 山本さん。 
〇３番（山本得惠君） ５ページの歳出の２款２目１９節、施設介護サービス給付費７２

０万減額となっておりますけれども、これの内容の説明をお願いしたい。 
 もう一点、６ページ、５款の諸支出金、２３節、介護給付費国庫負担金平成１５年度分

返還金２９７万７，０００円追加になっていますけれども、この１５年度分の償還金とい

うのは当初予算に計上しないで、どういう関係で今補正で計上しているのか、お願いしま

す。 
〇議長（石神忠信君） 竹内参事。 
〇保健福祉課参事（竹内義博君） まず、１点目の２款保険給付費、１項介護サービス等

諸費、２目の施設介護サービス給付費の７２０万の減額につきましては、当初１億５，９

００万円の予算を組んでおりましたけれども、施設介護サービス給付費の減額ということ

で、この中身ですけれども、施設介護給付費では入所している人たちの中身がいろいろ変

わってくるわけですけれども、現在延べで４５０件利用しておりますけれども、予算を組

んでいた金額よりも実際的には利用されていなかったということで、その分居宅介護サー

ビスの給付費の方で逆に伸びてきているということでございます。そういうことでご理解

をしていただきたいなと思います。 
 それと、もう一点の２目償還金、２３節の償還金利子及び割引料の２９７万７，０００

円につきましては、これは介護給付費国庫負担金、このほかに返還をしなければならない

ものが介護給付費交付金、それから介護給付費負担金、これが道負担金なのですけれども、
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全部で３点あるのですけれども、この支出、基金、交付金、それの介護給付費交付金と道

負担金の介護給付費負担金、これにつきましては確定した段階で補正で毎年組んでおりま

す。それと同時に、国庫負担金の今回の介護給付費負担金につきましても支出金額が確定

した段階で補正予算を組んで、それで返還をしていたわけですけれども、今回この国庫負

担金の介護給付費負担金、これにつきましては道の方からの指示で１６年度の負担金の中

で相殺しますからということで、補正の段階で金額はわかっていたのですけれども、補正

を組まなかったということでございます。今回相殺をしなかったので、返還してください

ということの通知が入りまして、急遽２９７万７，０００円追加補正をさせていただいて

いるということでございます。この分につきましては、先ほど言いましたように歳入の方

の基金の積立金の方で取り崩しを行って、こちらの方で支払いをするということでござい

ます。 
 以上でご理解のほどをよろしくお願いします。 
〇議長（石神忠信君） 山本さん、いいですか。 
〇３番（山本得惠君） はい。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇５番（本多夕紀江君） ４ページの歳入の１款保険料のところなのですけれども、現年

度分普通徴収保険料、これが１０３万１，０００円減額となっていますけれども、普通徴

収は、件数といいますか、人数にしたらそれほど多くはないと思うのですけれども、少な

い件数で１００万の減額というのはちょっと多いのかなと思いまして、そのあたりの事情

を伺いたいと思います。 
 それから、もう一点、滞納繰り越しですけれども、３万６，０００円でしたか、このぐ

らいの金額の滞納繰り越しがずっと続いているように思います。今件数は１件というご説

明があったのですけれども、もし同じ方だとすれば、長い間にわたって滞納が続けば、い

ざ介護保険サービスを利用しようというときに原則であれば１割負担のところ全額自己負

担、その後９割ですか、戻ってくるという、そういう厳しいことになってしまうかと思う

のですけれども、もしそういうふうなことに該当する方が出てきたとすれば、町としては

原則どおりにそういうふうにやりますという、そういう姿勢なのかどうか、伺いたいと思

います。 
〇議長（石神忠信君） 竹内参事。 
〇保健福祉課参事（竹内義博君） まず、１点目の現年度分の普通徴収の保険料の関係で

すけれども、これにつきましては今正確な数字は持っておりませんけれども、４８０名ほ

どの保険料でございます。それで、実際的には１０３万１，０００円の減額でございます

けれども、当初歳入と歳出のバランスをとるためにここの部分で一時数字を動かしていた

だいたということで、今回きちっと確定といいますか、ある程度の数字が固まった時点で

ここで精算をしたということでございます。 
 それと、今の滞納繰り越しにつきましてですけれども、去年の１件の滞納繰り越しと同
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じ方でございます。それで、実はこの方はもう町外に転出しております。それで、奥さん

はまだ中頓別町におりますので、この方からお金を３万６，０００円をいただくというこ

との確約はとっております。それで、まだ入ってきてはおりませんけれども、そういうこ

とでその１件だけが問題でございましたけれども、今後そういうことのないようにできる

だけ早目から対応していきたいなということで考えておりますけれども、いかんせん本人

の支払いの能力の関係ですから、ここでどういうふうにするかということに対してはその

都度その状況を見ながら対応をしていきたいなということで考えております。そういうこ

とで、１７年度については早目早目に状況を把握しながらやっていきたいなと思っており

ます。 
 以上です。 

（何事か呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 竹内参事。 
〇保健福祉課参事（竹内義博君） 済みません。間違えました。 
 先ほど４８０名ほどと言いましたのは、普通徴収でなくて特別徴収でございました。そ

ういうことで、普通徴収につきましては８８名でございました。どうも失礼しました。 
〇議長（石神忠信君） 本多さん。 
〇５番（本多夕紀江君） 今のことに関連してなのですけれども、１件の滞納の方ですけ

れども、私が心配したのは滞納を解消するべきだとかそういうことではなくて、滞納が続

いている方は介護保険受けるときに大変なことになるのではないかということで心配した

のですけれども、今町内にいらっしゃらないということですので、直接心配するに当たら

ないかと思います。 
 それから、普通徴収の方ですけれども、８８名の中には中途退職者という方もいらっし

ゃるかもしれませんけれども、それでも年金額がかなり低い高齢者の方が多いなというこ

とで改めて厳しさを感じました。４８０名って最初聞いたときには本当に恐ろしいことだ

と思ったのですけれども、８８名でまだよかったと思います。 
〇議長（石神忠信君） 竹内参事。 
〇保健福祉課参事（竹内義博君） 最初の滞納者の関係なのですけれども、説得に行きま

したときに、２年間滞納をするとどういう形に、ということは介護保険給付を受けること

はできなくなるだとか、そういうことを説明をしてきております。ですから、本人は重々

その内容はわかっているだろうとは考えておりますけれども、今その方は町外の方に住ん

でおられるけれども、町外の方でもそういう状況になれば、またその人は介護保険を受け

ることができなくなるということで、電話でもその方にその話はしております。そういう

ことでご了承をお願いしたいと思います。 
〇議長（石神忠信君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１４号 平成１

６年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算について採決します。 
 本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎議案第２４号 
〇議長（石神忠信君） 日程第２８、議案第２４号 平成１６年度中頓別町自動車学校事

業特別会計補正予算の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 町長。 
〇町長（野邑智雄君） 議案第２４号 平成１６年度中頓別町自動車学校事業特別会計補

正予算につきましては、自動車学校浅野校長に内容の説明をいたさせます。 
〇議長（石神忠信君） 浅野自動車学校長。 
〇自動車学校長（浅野 豊君） 議案第２４号 平成１６年度中頓別町自動車学校事業特

別会計補正予算についてご説明いたします。 
 本補正予算につきましては、第１表、既定の歳入歳出予算の総額に１６万５，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４，３９９万８，０００円とするものでござい

ます。 
 初めに、４ページの歳出についてご説明いたします。１款総務費、既定額に１６万５，

０００円を追加し、４，３９９万８，０００円とするものであります。 
 １項総務管理費、１目一般管理費とも同額でございます。内容といたしましては、４節

の共済費１６万５，０００円追加です。これは、前回補正で計算ミスにより不足が生じて

しまったことによるものでございます。 
 したがいまして、歳出合計、既定額に１６万５，０００円を追加し、４，３９９万８，

０００円とするものであります。 
 続きまして、３ページの歳入についてご説明いたします。１款使用料及び手数料、既定

額に１６万３，０００円を追加し、４，１６５万円とするものであります。 
 １項使用料、１目自動車学校使用料とも同額でございます。１節自動車学校授業料で、

普通車１名増、それから大型特殊車１名減とし、１６万３，０００円の追加です。 
 ３款諸収入、既定額に２，０００円追加し、１６９万７，０００円とするものでござい

ます。 
 １項雑入、１目雑入とも同額でございます。内容は、仮免許申請料１，０００円追加、

ＳＤカード交付料１，０００円追加、これは普通車１名増によるものでございます。 
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 歳入合計、既定額に１６万５，０００円を追加し、４，３９９万８，０００円とし、歳

入歳出のバランスをとっております。 
 以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいた

します。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第２４号 平成１

６年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算について採決します。 
 本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎発議第１号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第２９、発議第１号 「食料・農業・農村基本

計画」見直しに関する意見書の件を議題といたします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 柳澤さん。 
〇４番（柳澤雅宏君） 発議第１号。 
 平成１７年３月４日、中頓別町議会議長、石神忠信様。 
 提出者、柳澤雅宏。賛成者、石井雄一。 
 「食料・農業・農村基本計画」見直しに関する意見書（案）。 
 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

「食料・農業・農村基本計画」の見直しに関する意見書（案） 
 現在、政府は２０００年に定めた「食料・農業・農村基本計画」の見直しを検討してい

ます。来年の３月に策定される新たな基本計画は今後の日本の食料・農業政策を大きく左

右するものです。先に出された「中間論点整理」（中間まとめ）では、①担い手政策のあ

り方、②品目横断的政策等の経営安定対策の確立、③農地制度のあり方、④農業資源・環

境保全対策の確立が出されましたが、最大の課題である食料自給率の向上に向けての施策

については先送りされました。また、出されている課題が食料自給率の向上にどのように

結びつくのか明確に示されていません。 
 これまでの、規模拡大・効率化一辺倒の農業政策を進めてきた結果が、ＢＳＥなどの食

の不安を引き起こしている現状から、食の安全や環境問題などに配慮した政策への転換が

必要です。 
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 私たちは、基本計画の見直しにあたっては、「食料・農業・農村基本法」に基づき、食

料自給率の引き上げ、食の安全・安定に結びつく施策を展開することが、日本農業の再

生・発展につながると考えます。 
 したがって、政府においては、下記の施策についてその早期実現を図られますよう強く

要望します。 
記 

１．食料自給率について 
  この５年間、食料自給率が横ばいで推移してきた原因と関係諸施策の問題点を明らか

にし、生産者と消費者の理解と協力のもと自給率引き上げ政策を推進すること。 
２．担い手のあり方について 
  ①政策対象者たる担い手は、「プロ農家」に限定せず、意欲を持つ農業者及び地域で

「育成すべき担い手」として推薦される者等を対象とすること。また、集落営農は、地域

の条件に見合った多様な農業の展開を可能とするものとして位置づけること。 
  ②認定農業者以外の農業者にも生産意欲をもてるよう施策を講じること。 
３．新たな経営安定対策（品目横断的政策等）について。 
   新たな経営安定対策は、農産物価格の構造的な低落をカバーし、耕作意欲をもてる

よう本格的な所得補填策とすること。 
４．農地制度のあり方 
  ①土地・農地等土地利用規制の体系を整備し、農地を農地として利活用できる法・制

度を早急に確立すること。 
  ②構造改革特区でのリース方式による株式会社の農地取得・農業参入について、拙速

な全国展開を行わないこと。 
５．農業環境・資源保全政策の確立 
  ①担い手以外の農家、非農家、地域住民などを含めた農業資源保全の「共同」の取り

組みに対する支援策を、経営所得安定対策とセットで導入すること。 
  ②環境直接支払い制度を創設し、有機農業など環境保全型農業の推進を支援すること。 
  ③現行の中山間直接支払制度は、拡大・充実して継続実施すること。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 
 平成１７年３月４日、北海道中頓別町議会議長、石神忠信。 
 提出先、内閣総理大臣、農林水産大臣、財務大臣、衆議院議長、参議院議長。 
 以上であります。よろしくご審議お願いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより発議第１号 「食料・
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農業・農村基本計画」見直しに関する意見書（案）を採決いたします。 
 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎発議第２号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第３０、発議第２号 所得税等の定率減税縮

減・廃止に反対する意見書（案）の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 柳澤さん。 
〇４番（柳澤雅宏君） 発議第２号。 
 平成１７年３月４日、中頓別町議会議長、石神忠信様。 
 提出者、柳澤雅宏。賛成者、村山義明。 
 所得税等の定率減税縮減・廃止に反対する意見書（案）。 
 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

所得税等の定率減税縮減・廃止に反対する意見書（案） 
 政府税制調査会は１１月２５日、定率減税の廃止などの必要性に言及した２００５年度

の税制改正答申を小泉首相に提出した。最大の焦点であった定率減税は、２００５年度か

ら段階的に実施し、２００６年度までに廃止すべきとしている。 
 定率減税は所得税（国税）と住民税（地方税）を軽減するもので、１９９９年に恒久減

税として、小渕内閣の景気対策の柱として導入された。年間減税規模は両税合わせて約３

兆３千億円になる。 
 定率減税が完全に廃止されると、廃止の影響の大きい中低所得者世帯では、所得税・住

民税の税額が２倍強も上乗せされ、年収５００万円の家族４人・専業主婦の世帯では、３

万５千円の増税、年収１千万円の夫婦と子供２人の世帯では、年間約１８万円の増税とな

る。 
 勤労者の可処分所得も、定率減税を導入した当時から約１割減少したままである。 
 そして、今後は、配偶者特別控除の一部廃止、年金課税強化、年金保険料・雇用保険料

の引き上げ等国民負担増が続く。政府税制調査会は、現在の経済状況が９９年ごろに比べ

て著しく好転したことを廃止の理由に挙げているが、景気動向は不透明な状況にある。 
 景気の持続的な回復には個人消費の回復が不可欠であり、いま、定率減税を縮減・廃止

すべきでないことは明白である。 
 国の財政再建のために増税策によって、肝心の経済がおかしくなるようなことがあって

はならない。 
 よって、国においては、所得税等の定率減税の縮減・廃止を行わないよう要望する。 
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 以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 
 平成１７年３月４日、北海道中頓別町議会議長、石神忠信。 
 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済財政政策

担当大臣。 
 以上、よろしくご審議のほどをお願いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより発議第２号 所得税等

の定率減税縮減・廃止に反対する意見書を採決します。 
 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎発議第３号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第３１、発議第３号 職業紹介業務の民間開放

に反対する意見書（案）の件を議題とします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 柳澤さん。 
〇４番（柳澤雅宏君） 発議第３号。 
 平成１７年３月４日、中頓別町議会議長、石神忠信様。 
 提出者、柳澤雅宏。賛成者、村山義明。 
 職業紹介業務の民間開放に反対する意見書（案）。 
 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

職業紹介業務の民間開放に反対する意見書（案） 
 政府の規制改革・民間開放推進会議（宮内義彦議長）は、平成１６年１２月２４日、

「規制改革・民間開放の推進に関わる第１次答申」を決定・公表し、官製市場の民間開放

による「民主導の経済社会の実現」を進めるべきとしました。 
 その一環として、ハローワーク（公共職業安定所）に関わる「市場化テスト」の導入を

掲げています。 
 職業安定行政は、労働者が失業した場合の失業給付を行うほか、職業紹介事業を通じて

勤労国民のセーフティネットとしての役割を果たしてきました。 
 それは、憲法第２７条で勤労権の保障がうたわれ、ＩＬＯ第８８号条約において「国の

機関の指揮監督の下で、全国的体系の無料の公共職業安定機関を維持しなければならな
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い」と要請されているからです。 
 これにより求職者は都市部も含め過疎地等においても必要な職業紹介サービスを受ける

ことができ、勤労権の保障等が担保されています。加えて、国が行う必要のある失業等給

付や事業主指導の業務は、職業紹介と一体的に行うことで制度の実効性が保たれており、

国として職業紹介を行う必要性があります。 
 これらの事業を民間に委ねた場合、失業の認定にあたっての公平・適正さが確保される

のか、経営が成り立たない地方や過疎地などに民間は参入せず放置され、障害者や高齢者

らが切り捨てられる等の懸念があり、職業紹介サービスをすべての勤労国民に提供するう

えで支障をきたす恐れがあります。 
 よって、本議会では政府に対し、職業紹介の民間開放を行わないよう強く要請します。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 
 平成１７年３月４日、北海道中頓別町議会議長、石神忠信。 
 提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、規制改革・民間開放推進会議議長。 
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより発議第３号 職業紹介

業務の民間開放に反対する意見書を採決します。 
 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 
 
    ◎請願第１号 
〇議長（石神忠信君） 続きまして、日程第３２、請願第１号 平成１７年度酪農畜産政

策・価格対策の確立に関する請願の件を議題とします。 
 本件に関する議会運営委員長報告は、委員会付託を省略することになっております。 
 お諮りします。請願第１号について、会議規則第９２条第２項の規定により委員会付託

を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、請願第１号は委員会付託を省略することに決しました。 
 それでは、本請願の紹介議員である石井さんの説明を求めます。 
〇議長（石神忠信君） 暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時５７分 
再開 午後 ２時５９分 

 
〇議長（石神忠信君） それでは、休憩前に戻り会議を続けます。 
〇７番（石井雄一君） 請願第１号。 
 受付番号第１号。 
 受理年月日、平成１７年２月１８日。 
 所属委員会、産業建設常任委員会。 
 平成１７年度酪農畜産政策・価格対策の確立に関する請願書。 
 請願団体、枝幸郡中頓別町字中頓別２３番地の２、中頓別町農業協同組合代表理事組合

長、粟野茂。 
 紹介議員、枝幸郡中頓別町字豊平１０６の１４、中頓別町議会議員、石井雄一。同じく、

枝幸郡中頓別町字秋田、中頓別町議会議員、星川三喜男。 
平成１７年度酪農畜産政策・価格対策の確立に関する請願書 

〇請願の理由 
 北海道の酪農畜産は、専業的な意欲のある担い手を中心に、恵まれた土地資源を活用し、

積極的に新たな技術導入や規模拡大を図り、生産性の高い農業を実現し、我が国における

食料の生産・供給基地として大きな役割を果たしております。 
 しかしながら、ＷＴＯ農業交渉やＦＴＡ交渉など国際化の進展が不可避の情勢であり、

意欲ある担い手の育成・確保はもとより、畜産環境対策の一層の推進など解決が必要な課

題が山積しております。 
 また、我が国で初めて発生したＢＳＥを契機に消費者の「食」に対する関心が高まり、

生産者といたしましても、生産履歴の記帳やトレーサビリティへの対応など安全・安心な

食料生産に向けた取り組みをさらに展開していく必要があります。 
 つきましては、現在検討がなされている「新たな食料・農業・農村基本計画」における

自給率目標の適切な設定や、「新たな酪肉近代化基本方針」における生乳・牛肉の生産目

標数量など、生産者が安心して営農に取り組み、経営の安定と所得の確保が図れるための

総合的な支援施策を構築推進されるよう、下記の趣旨を踏まえた意見書を提出していただ

きたく請願するものであります。 
記 

＜請願の趣旨＞ 
（１） 我が国の酪農・畜産の将来方向を明示するとともに、担い手が安心かつ意欲を持

って営農に取り組めるような施策を講じること。 
（２） 家畜排せつ物法遵守に向けた畜産環境対策を積極的に進めること。 
（３） 土地基盤に立脚した酪農畜産対策を推進すること。 
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（４） 加工原料乳生産者補給金単価については、現行ルールを基本に適切に決定するこ

と。 
    また、限度数量については、需給動向などを踏まえ適切に決定すること。 
（５） 生乳需給の状況を踏まえ、生乳需給の改善に向けた支援を行うこと。 
（６） 担い手、新規就農者への支援対策、営農サポート組織への支援対策など、酪農生

産基盤の維持強化対策を進めること。 
（７） 肉用牛・養豚生産基盤の強化対策を推進すること。 
（８） 海外悪性家畜伝染病に対する防疫対策を強化し、侵入防止に万全を期すこと。 
（９） ＢＳＥ全頭検査の継続、牛せき柱処理体制の整備、畜産リサイクルの再構築など、

ＢＳＥ関連対策を行うこと。 
（１０）トレーサビリティの推進、食品表示の適正化など、食の安全・安心対策を推進す

ること 
 以上です。よろしくご審議のほどお願いします。 
〇議長（石神忠信君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより請願第１号 平成１７

年度酪農畜産政策・価格対策の確立に関する請願を採決します。 
 本件は採択することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
〇議長（石神忠信君） ご異議なしと認めます。 
 よって、請願第１号は原案のとおり採択することに決しました。 
 
    ◎散会の宣告 
〇議長（石神忠信君） これで本日の日程はすべて終了いたしましたけれども、日程第１

４で議案第１号として採決いただきました議案につきまして若干間違いがあります。それ

で、今議会中には直せませんので、次期議会において条例改正になりますので、一応ご承

知おきをお願いいたしたいと思います。 
 それでは、本日はこれで散会いたします。 
 大変ご苦労さまでした。 

（午後 ３時０４分） 
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